
市
民
と
連
携
し

て
活
力
に
満
ち

た
元
気
産
業
。

そ
し
て
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
。

小
城
市
に
は
美

し
い
未
来
が
来

る
わ
ね
。

第３部　基本計画

キレイな小城市はまるで優しく光るホタルのようだね。

基本計画とは、清水の滝のようにキレイで澄んだ水や
蛍のように小城市の姿をあらわしていいくものです。

小
城
市
は
県
央

に
光
る
ま
ち
だ

よ
ね
〜
。

そ
れ
に
自
然
と

共
存
し
て
快
適

に
暮
ら
せ
る
ね
。

健
康
・
福
祉
に

力
を
い
れ
て
、

そ
し
て
文
化
も

大
切
に
し
て
い

く
ん
だ
ね
。
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計画的な土地利用の推進

　 １　計画的な土地利用の推進

施策の目的

　自然環境と都市的環境との調和を図りつつ、市の一体的な

発展に向け、本市らしい秩序ある計画的な土地利用を推進し

ます。

現況と課題

　本市は、佐賀県のほぼ中央、佐賀平野の西端にあり、県都

佐賀市に隣接しています。佐賀市の西方約１０㎞、車で２０分の

位置にあり、福岡市へ約７０㎞、長崎市へ約１００㎞の距離にあ

ります。

　地勢的には、北部に天山山系がそびえ、中央部は肥沃な佐

賀平野が開けています。また、南部には農業用排水路のク

リーク地帯が縦横に広がり、日本一の干潟・有明海に面して

います。天山山系に源を発し、流れ下る祇園川、晴気川、牛

津川は扇状地を形成し、佐賀平野を潤して有明海へと注いで

います。

　本市の総面積は、９５．８５㎢です。

　また、地目別面積（平成１７年１月１日現在固定資産概要調

書）については、田３，３４２ha、畑１，０３９ha、宅地８５０ha、山林

１，７４０ha、原野３３２haとなっています。農用地が全体の半分

近くを占める農村地帯ですが、近年宅地開発が進み、農村集

落の混住化や農地転用によるスプロール化３７が見られます。

　こうした農地の中における計画性のない宅地や商工業用地

の開発は、農村の地域性や景観が損なわれるなど、営農環境

の悪化にもつながり、さらに、学校や上水道などのインフラ

整備の問題が生じてくる恐れがあることから、土地利用のビ

ジョンを踏まえた土地利用計画の策定と都市計画の見直しを

検討し、まとまりのある開発へと転じていくことが求められ

ています。

　また、中山間地３８においては、山林・農地・樹園地の荒廃

化・遊休地化も見られ、適切な対策が求められています。

第１章　県央に光る交流拠点のまち

県央性を生かした小城
市らしい計画的な土地
利用を進めていくんだ
ね。

第３部　基本計画

３７【スプロール化】
市街地開発が不規則な状
態で郊外へと拡大してい

くこと。

３８【中山間地】
平坦でまとまった耕地が
少ない山間地とその周辺

の地域のこと。

計画的な土地利用って
なぜ必要なの？

小城市は佐賀県のほぼ
中央にあって、全体の
半分近くが農村地帯と
なっているのよ。
でも最近では、農地の
宅地化が進み農業環境
の悪化や市街地が空洞
化しているといった問
題もあるのよ。

だから、計画的に土地
利用を考えていく必要
があるんだね。
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施策の体系

基本事業

①土地利用計画の策定
　基本構想の「土地利用の基本方針」に基づき、市民の合

意を得ながら、総合的な土地利用計画である国土利用計画

（小城市計画）の策定や都市計画区域の見直しを行い、都

市計画マスタープランを策定します。

②適正な土地利用への誘導
　国土利用計画（小城市計画）をはじめとする土地利用関

連計画、関連法、条例等を周知させ、一体的な運用による

規制・誘導を行うことによって、計画性のない開発を防止

し、適正な土地利用を積極的に促進します。

主な成果の目標

【施　策】 【基本事業】

計画的な土地利用の推進
①土地利用計画の策定
②適正な土地利用への誘導

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛ー％土地利用計画を理解してい
る市民割合

計画的な土地利用の推進

市民の声も反映させて
計画が立てられるんだ
ね。

開発のルールを決め、
適正な土地利用を積極
的に進めるんだね。
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計画的な土地利用の推進

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・自然と都市的環境との調和を大切にした土地利用に協力

します。

　地域・団体・事業者

・市の方針に沿った土地利用に協力します。

　行政

・市の土地利用計画を定め、適正な土地利用への誘導を行

います。

　・地権者や開発者への指導と監督を行います。

国土利用計画策定

土地利用啓発事業

小城市農業振興整備計画見直し事業

都市計画区域の見直し

都市計画マスタープラン策定

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働

適正な土地利用の誘導を行います。
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　 ２　市街地の整備

施策の目的

　人々が集う魅力ある景観を備えた安全で快適な市街地の形

成を図るため、計画的な都市整備を推進します。

現況と課題

　本市では、小城地区、牛津地区が都市計画区域内であり、

三日月地区、芦刈地区については都市計画区域外で、集落を

除いてはほぼ農業振興地域となっています。

　近年、三日月地区をはじめ、他地区の一部も佐賀市のベッ

ドタウンとしての宅地開発に伴い、スプロール化現象が見ら

れ、都市基盤整備の非効率化が懸念されます。

　一方で芦刈地区においては、急激な人口減少と高齢化が進

行し、また小城地区、牛津地区の市街地についても人通りが

少なくなるなど地域の活力の低下が見られます。

　このような、無秩序な市街地化を防止し、市街地における

都市的利用の適正化と土地の有効利用、高度利用を促進する

ため、都市計画区域の見直しや都市計画マスタープランに基

づき、計画的な市街地の整備を進める必要があります。

施策の体系

基本事業

①市街地整備体制の確立
　広報・啓発活動等を通じ、計画的な市街地づくり、まち

づくりを考える気運の醸成を図りながら、都市計画を推進

する組織や体制を整備します。

安全で快適な市街地を
つくっていこう。

【施　策】 【基本事業】

市街地の整備
①市街地整備体制の確立
②市街地の計画的整備

市街地の整備

小城市の都市整備はど
うなっているの？

小城地区、牛津地区が
都市計画区域内で三日
月地区、芦刈地区は農
業振興地域となってい
るんだよ。
三日月地区は佐賀市の
ベッドタウンになって
きてるけど、芦刈地区
では人口が減ってきて
いるんだよ。

だから、計画的な市街
地の形成のために計画
の見直しが必要になる
のよ。

計画的な市街地づくり
を進めないとね。
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②市街地の計画的整備
　地域特性に応じた都市施設の整備及び土地の高度利用を

市民参加の整備手法により進め、住環境を向上させます。

　また、まちの玄関としての駅周辺環境の整備や商店街の

環境・景観整備を進め、賑わいのある利便性の高い空間形

成に努めるほか、工業系地域において、優良企業の誘致及

び住工混在の防止・解消を進めます。

主な成果の目標

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

　・市街地づくり、都市づくりに参画します。

　地域・団体・事業者

　・用途に応じた適正な開発を行います。

　行政

・市の都市計画の基本方針に基づく適正な市街地形成の誘

導を行います。

　・地権者や開発者への指導と監督を行います。

市街地の整備

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛ー％市街地の整備状況に満足し
ている市民割合

都市計画区域の見直し

都市計画マスタープラン策定

駅の周りに商店街があ
ると便利だよね！

牛津本町通り

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働

小城本町通り
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　 ３　居住環境の充実

施策の目的

　みんなが集い、住みたくなるまちづくりを目指し、快適で

安全・安心な居住環境を創出します。

現況と課題

　本市の公営住宅は、小城地区に西新町団地、畑田団地、牛

津地区に友田団地、天満町団地、柿樋瀬団地、駅南団地の６

団地があります。

　西新町団地は、平成６～８年に建て替えが完了しています

が、他の５団地については、昭和４１～４９年の建築で、耐用年

数３９を経過しており、居住水準の低下、地域防災面での問題

や設備の老朽化等様々な問題があり、特に老朽化の進んでい

る牛津地区の４団地については、そのあり方について検討す

る必要があります。

　公営住宅の必要性や将来の人口予測、入居者のニーズ等を

勘案した総合的な計画を策定すること、また、若者の定住や

活気あるまちづくりのための定住促進を抜本的に検討するこ

とが求められています。

施策の体系

基本事業

①住宅施策に関する計画の策定
　定住の促進と安全・安心で魅力ある居住環境づくりに向

け、本市の住宅施策に関する総合的な計画を策定します。

【施　策】 【基本事業】

居住環境の充実
①住宅施策に関する計画の策定
②市営住宅の見直し
③住宅環境の計画的整備

住宅環境の充実

３９【耐用年数】
建物・機械など固定資産
の税務上の減価償却を行

うにあたって、減価償却費の計算
の基礎となる年数。

快適で安全・安心なと
ころに住みたいね。

小城市の居住環境はど
うなっているのかな？

小城市には公営住宅が
６団地があるけど、５
団地は老朽化が進んで
いるのよ。若者の定住
や活気あるまちづくり
のためにも住宅環境を
考えていかないとね。

安全で安心な魅力ある
居住環境づくりを計画
していくんだね。
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②市営住宅の見直し
　市民ニーズや老朽化の状況、定住の促進、高齢者や障害

者、子育て家庭への対応、低額所得者等を総合的に勘案

し、市営住宅の建て替えを順次検討します。

③住宅環境の計画的整備
　市街地整備による居住系市街地の計画的整備や民間開発

を適正に誘導します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

　・自分たちで力を出し合って日常の住環境管理を行います。

　地域・団体・事業者

　・自分たちで力を出し合って日常の住環境管理を行います。

　・安全性と快適性に優れた住宅を供給します。

　行政

・市営住宅の見直しと適正管理を行います。

・安全、安心な住宅供給のため、市民の立場による適正な

宅地開発を誘導します。

住宅環境の充実

老朽化や様々な問題を
考慮しながら、建て替
えについて検討してい
くんだね。

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛ー％快適に暮らせると思う市民
割合

住宅マスタープラン４０策定

４０【住宅マスタープラン】
市の特性に応じた住宅対
策を総合的に推進するた

めの基本となる計画。

市街地を整備すること
によって住みやすいま
ちになるね。

西新町団地

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ４　道路・交通網の整備

施策の目的

　県央の交流拠点としての機能の強化と安全性・利便性の向

上を目指し、道路・交通網の整備を進めます。

現況と課題

胸道路
　本市には、北部の天山山系と佐賀平野の境には西九州を貫

通する長崎自動車道が、中央には佐賀平野の交通の大動脈と

位置づけられる国道３４号が東西に走り、県内における生活や

流通、観光面においても重要な役割を担っています。

　唐津方面へは国道２０３号が、鹿島方面へは南部に国道４４４号

がありますが、両国道ともに交通渋滞を招いており歩道設置

などの交通安全対策も遅れているため、地域高規格道路（佐

賀唐津道路、有明海沿岸道路）が計画されています。

　県道は、国道に次ぐ広域幹線道路として機能しており、市

内には主要・一般県道が１０路線あります。しかし、市街地や

集落部では、幅員が狭く改良が進んでいない状況にあり、通

勤・通学時には幅員の狭い箇所や変形交差点において、交通

渋滞が発生しています。

　また、市内を南北に直接結ぶ幹線道路の接続がスムーズで

ないため、地区間の交流を阻害しています。

　このような状況を踏まえ、幹線道路における未改良箇所や

歩道の整備、地域高規格道路（佐賀唐津道路、有明海沿岸道

路）との接続道路の整備を促進するとともに、長崎自動車

道、鉄道駅、公共施設へのアクセスの向上を見据えた道路整

備、環境・景観に配慮した道づくりを進めていく必要があり

ます。

道路・交通網の整備

交流拠点としての道
路・交通網の整備を進
めるんだね。

小城市の道路はどう
なっているのかな？

高速道路やバイパスが
通っていて、生活や観
光など重要な役割をは
たしているのよ。

でも、唐津・鹿島方面
の国道は渋滞しやすく
歩道設置などの交通対
策も遅れているため、
地域高規格道路が計画
されているんだよ。
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胸交通網
　本市には、北部をＪＲ唐津線、南部をＪＲ長崎本線が東西

に横断しており、通勤・通学・買い物などの重要な交通手段

となっており、小城駅、牛津駅の２駅があります。

　市内のバス路線としては、小城地区、三日月地区を経由地

として３路線、牛津地区を経由地として２路線５系統、牛津

駅～福富線、小城～牛津線が運行されています。これらは全

て、国、県、市の補助による運行となっています。

　市内巡回バスは、旧町単位で運行していた福祉を目的とす

る巡回バスが、保健福祉センターを起点・終点に継続運行し

ています（小城地区、三日月地区、牛津地区）。芦刈地区に

ついては、デマンド（事前予約）方式によるコミュニティタ

クシー４１を運行しています。

　生活交通路線については、通勤・通学をはじめ、利用する

市民にとって欠かせないものであり、今後も継続的な運行が

必要と考えられます。

　市内巡回バスについては、高齢者や障害者などの交通弱者

に対する運行を基本とし、異なっている運行形態等の整合を

図る必要があります。

施策の体系

道路・交通網の整備

【施　策】 【基本事業】

道路・交通網の整備

①高速交通体系整備の促進
②国・県道整備の促進
③市道の整備
④公共交通の利便性向上

小城市の交通網はどう
なっているのかな？

ＪＲ唐津線とＪＲ長崎
本線が通っていて通
勤・通学・買い物など
の交通手段として利用
されているんだよ。

車を運転できない人の
ために、市内巡回バス
も運行されているの
よ。

４１【コミュニティタクシー】
地方自治体が住民福祉の
向上を図るため、自らが

主体的に運行を確保するタク
シー。
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基本事業

①高速交通体系整備の促進
　市発展の基盤となる高速交通体系として、佐賀唐津道路

及び有明海沿岸道路の地域高規格道路の早期整備を促進す

るとともに、長崎自動車道小城パーキングエリアへのＥＴ

Ｃ専用インターチェンジの設置を推進します。

②国・県道整備の促進
　広域幹線道路として、国・県道の整備を促進します。特

に、４地区を結ぶ南北幹線道路の整備を重点的に促進し

ます。

③市道の整備
　高速交通体系や国・県道との連携、機能分担、歩行者や

通学路などの安全性・利便性の向上等に留意しながら、安

全で快適な市道の整備を計画的、効率的に推進します。

④公共交通の利便性向上
　鉄道の利便性、安全性の向上を働きかけていくととも

に、市民の身近な交通としての路線バス、また、巡回バス

を含めた市内公共交通機関のあり方について、その充実に

努めます。駅及び駅前広場についても、まちの玄関口とし

ての環境整備を進めます。

主な成果の目標

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛84.6％市道改良率

掛23,322m歩道延長

掛ー％公共交通の利用を便利と感
じる市民割合

道路・交通網の整備

高速道路へのＥＴＣ専
用インターチェンジの
設置を進めるのよ。

特に４地区を結ぶ南北
幹線道路の整備につい
て、県への働きかけを
行っていくんだね。

安全で快適な市道の整
備を計画的、効率的に
するんだね。

市内公共交通機関や駅
前広場などの環境整備
をするんだよ。
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主要事業（例示）

期待される協働のイメージ　

　市民

・身近な道路環境美化活動に参加します。

・できるだけ公共交通機関を利用します。

　地域・団体・事業者

・市民ニーズに即した鉄道・バスの運行を安全性を第一と

して実施します。

・交通環境のバリアフリー４２化に努めます。

　行政

・市道の利便性と安全性を高めます。

・市内公共交通機関のあり方を検討し、充実します。

道路・交通網の整備

県道江北芦刈線建設促進

有明海沿岸道路（佐賀福富道路）建設促進

佐賀唐津道路建設促進

小城パーキングエリアへのＥＴＣ専用インターチェンジ設置の推進

南北幹線道路の検討

市道改良事業

市内バス運行事業 小城市広域循環バス

４２【バリアフリー】
物理的、制度的、心理的
な障壁（バリア）を取り
除くこと。

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ５　情報化の推進

施策の目的

　市民生活の質的向上と豊かな地域社会の実現に向け、地域

情報化計画に基づき、電子自治体の構築と一体的な情報化を

進めます。

現況と課題

胸ブロードバンド４３環境
　本市では、高速インターネットサービスとして、ＡＤＳＬ４４

とケーブルインターネットが利用できる環境にあります。し

かし、ＡＤＳＬは、民間通信事業者の基地局から遠くなるほ

ど、インターネットの回線速度が遅くなるといった技術的な

課題があります。小城地区の山間部や芦刈地区の有明海に近

い地域など、民間通信事業者の基地局から５㎞以上離れた地

域では、ＡＤＳＬによるインターネットサービスには限界が

あります。一般的には、ＡＤＳＬは、民間通信事業者の基地

局からの距離が３㎞程度までの地域が適しているといわれて

います。

　また、ケーブルインターネットは、三日月・牛津地区だけ

が利用できる環境にあり、市内でもサービス提供の地域が限

られています。

　今後のインターネット社会は、音声・文字・映像が円滑に

流通する超高速・大容量のブロードバンド環境を前提として

います。ブロードバンド環境の整備を進めることは、地域生

活水準の向上や地域経済の発展、行政の効率化・高度化など

のあらゆる場面で効果・効用が期待されています。

　このため、市内におけるブロードバンド環境格差を早期に

解消し、すべての地域が、高速・超高速のブロードバンド・

インターネットサービスを利用できるまちづくりの実現に向

けた取り組みを行う必要があります。

情報化の推進

電子自治体による情報
化を進めていくのね。

ブロードバンド環境っ
てなあに？

インターネット上の情
報をみんながスムーズ
に利用できるような環
境づくりをしていくこ
とよ。

４３【ブロードバンド】
高速通信回線によるコン
ピュータネットワーク

と、その上で提供される大容量の
データを活用したサービス。

４４【ＡＤＳＬ】
Asymmetric Digital Sub�
scribrr Lineの略で、一般

の電話回線を用い、音声を伝える
のには使わない高い周波数帯を利
用して高速データ通信を行うもの。
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胸ケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）４５環境
　本市では、小城地区の一部、三日月・牛津地区とでは異

なった、ケーブルテレビ放送のサービスが行われています。

一方、芦刈地区は、ケーブルテレビ放送は未提供地区となっ

ています。

　インターネット利用が普及・定着しつつあるものの、年代

別のインターネット利用者のうち６０歳以上のインターネット

人口普及率は、他の年代より低位で推移しています。

　したがって、高齢者層におけるメディア４６の主流は、テレ

ビや新聞などに依存しているものと推察されます。

　このように、インターネットを利用しない情報弱者の視点

に立った場合、情報公開や市民協働の観点から、ケーブルテ

レビ視聴可能地域の拡大が望まれます。また、地上デジタル

放送４７のサービスが開始された場合は、ケーブルテレビが果

たす役割はますます大きなものとなります。

　今後、すべての市民が、地域に密着した映像情報、緊急情

報、福祉情報、地域住民の生活に不可欠な文化・教養など、

多様な情報を等しく享受できるケーブルテレビ環境の整備を

進めていく必要があります。

胸地域の情報化と電子自治体の構築
　行政を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。厳しさ

を増す行財政運営や少子高齢化の進展、地域産業の低迷、多

様化する市民ニーズといった多くの課題の解決に向けた取り

組みが求められています。

　一方では、パソコン、携帯電話、インターネットなどの情

報通信技術の急速な技術革新と普及が、市民の日常生活や産

業活動、行政事務など様々な場面で大きな変化と可能性をも

たらしています。

　そこで、地域社会を構成する市民やＮＰＯ、企業、行政な

どが、情報通信技術を活用し、情報の提供・共有・活用を通

じて地域の様々な課題を解決しながら、よりよいまちづくり

を進め、地域に暮らす人々の豊かな社会生活を創出すること

が求められています。

　このためには、地域の情報化と電子自治体の構築を一体的

に取り組んでいくことが必要です。

情報化の推進

インターネットを利用
しない人に、ケーブル
テレビでの情報利用を
進めていくのね。

電子自治体が進むと、
どうなるの？

情報の提供・共有・活
用によって、よりよい
社会生活ができるんだ
よ。

４５【ケーブルテレビ
（ＣＡＴＶ）】

同軸ケーブルや光ファイ
バーケーブルなどを使ったテレビ
放送。

４６【メディア】
新聞・雑誌・テレビ・ラ
ジオなどの媒体。

４７【地上デジタル放送】
今までにない高度で多様
なサービスが可能な地上

波のＵＨＦ帯を使用して行われる
テレビ放送。
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施策の体系

基本事業

①情報通信基盤の整備
　すべての地域が高速または超高速・大容量化に対応した

インターネットを利用することができるよう、民間通信事

業者等と連携のもと、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨ４８などの情報通

信基盤の整備を促進します。

　また、各種申請・届出のオンライン４９化などの電子自治

体の基盤となる地域公共ネットワークの整備を進めます。

②電子自治体の構築と市全体の情報化の推進
　市民サービスの向上と行政事務の簡素・効率化、高度化

を図るため、既存の各システムの維持・充実に加え、各種

申請・届出のオンライン化や文書管理・電子決裁、統合型

地理情報システム（統合型ＧＩＳ）の導入など行政の情報

化を推進します。また、全市的な情報化の視点に立ち、多

様な分野における情報ネットワークの構築及び情報サービ

スの提供を進めるとともに、２０１１年の地上デジタル放送の

完全移行を視野に入れ、地上デジタル放送のデータ放送を

活用した地域情報・行政情報の提供について積極的に検討

します。

③情報セキュリティ対策の推進
　各種情報サービスを安全かつ円滑に利用・運用するた

め、個人情報の取扱いやコンピュータウイルスへの対応な

ど情報セキュリティ対策の徹底に努めます。

【施　策】 【基本事業】

①情報通信基盤の整備
②電子自治体の構築と市全体の情報化の推進
③情報セキュリティ対策の推進
④ＩＣＴ活用の教育・研修の推進

情報化の推進

情報化の推進

インターネットを利用
することで申請・届出
ができるようになると
便利だわ。

地上デジタル放送の
データ放送を活用した
地域・行政情報も考え
ていくんだね。

個人情報やコンピュー
タウイルスへの対応な
ど情報セキュリティ対
策もしなきゃね。

４８【ＦＴＴＨ】
Fiber To The Homeの略
で、家庭やオフィスに光

ファイバーをダイレクトに引き込
む超高速通信サービス。

４９【オンライン】
通信回線などによって、
人手を介さずに情報を転

送できる状態。
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④ＩＣＴ活用の教育・研修の推進
　パソコンやインターネットの情報通信技術を利用できる

者と利用できない者の間に生じる格差を解消するため、市

民及び職員のＩＣＴ５０の技能や情報活用能力の向上を目指

した取り組みを進めます。

主な成果の目標

主要事業（例示）

みんながインターネッ
トを利用できるように
ならないとね。

情報化の推進

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛ー％情報通信網の整備状況に満
足している市民割合

掛95.5％ブロードバンド利用可能世
帯カバー率

掛48箇所公共施設公衆端末等のネッ
トワーク接続数

掛49.7％インターネット人口普及率

掛18件市のホームページから各種
申請書様式の取得可能件数

掛ー種類申請・手続等のオンライン
システムの構築

掛1,256世帯ＣＡＴＶ加入世帯数

情報通信基盤整備事業

情報化推進事業

パソコン教室事業

みなさんが正しく利用できるよう
な環境づくりをします。

５０【ＩＣＴ】
Information and Commu�
nicationTechnologyの

略で、情報通信技術のこと。
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期待される協働のイメージ

　市民

・ＩＣＴに親しみ、利用することで生活の充実を図ります。

・情報サービス利用に際しての正しい知識の習得とモラル

の向上に努めます。

　地域・団体・事業者

・ＩＣＴを利活用しながら、地域住民との交流連携に取り

組みます。

・市と連携のもと、地域情報化の基盤となるＣＡＴＶやＦ

ＴＴＨの整備を進めます。

　行政

・電子自治体の構築と、その基盤となる地域公共ネット

ワークの整備を進めます。

・市民が情報サービスを利用できるように教育・研修を行

います。

・生活に密着した多様な情報サービスを提供します。

情報化の推進

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 １　自然環境・景観の保全と創造

施策の目的

　清水川が名水百選５１に選ばれるなど優れた自然、貴重な歴

史・文化を有するまちとして、環境・景観を重視した特色あ

る美しいまちづくりを進めます。

現況と課題

　本市の天山から有明海までの変化に富んだ地形や平地に広

がる農地など、豊かで美しい地域の自然環境と景観は、人々

の暮らしを育み、まちの魅力を高める貴重な資源となってい

ます。これらの自然環境と景観を守る市民ぐるみでの活動が

必要です。

　市民主体による河川等の一斉清掃が行われていますが、一

方、地球温暖化や廃棄物の増加などの様々な環境問題が今後

さらに深刻さを増すことが予想され、環境に配慮した事業活

動や市民の日常生活での取り組みがますます求められること

になります。市民の環境問題への関心は高いものの、市民主

体の環境保全活動はまだ十分とはいえない状況にあります。

　本市の天山山系からの水は、祇園川、晴気川、牛津川を通

り佐賀平野を潤し、有明海へと流れています。この水資源を

守り、ホタルなどが生息する自然の生態系を損なわないよう

にしていくため、引き続き一層の水質浄化対策が必要です。

　また、二酸化炭素など温室効果ガス５２の削減のために、市

として取り組む必要があるとともに、地域の取り組みについ

ても検討していく必要があります。

　加えて、大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭などの公

害についてもその解消に向けた体制の充実が求められます。

　また、本市は、数多くの文化財や歴史的街並みなどを有す

る景観に恵まれたまちであり、景観の保全や地域資源を生か

した美しい景観づくりを進めていく必要があります。

第２章　自然と共生する快適で安全・安心なまち

自然環境・景観の保全と創造

５１【名水百選】
昭和６０年に環境庁により
１００ヵ所選定された特色

ある湧水や河川。

自然環境・景観を活か
した美しいまちづくり
が大切だね。

小城市の自然環境はど
うなっているの？

市民の環境問題への関
心は高いけど、まだ十
分ではないんだよ。

だから、水質や大気汚
染などの問題に地域全
体で取り組んでいかな
くちゃね。

文化財や歴史的景観も
ちゃんと残していかな
いとね。

５２【温室効果ガス】
二酸化炭素、メタン、フ
ロンなど、熱を吸収し、

外に出て行くのをふせぐ性質があ
るガス。
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施策の体系

基本事業

①環境基本計画等の策定
　環境を重視したまちづくりを総合的に進めるため、環境

基本計画等を策定します。

②自然環境・景観の保全
　自然環境の保全に留意した適正な土地利用の誘導、アド

ブトプログラムの導入を進めるなど、市民との協働のも

と、河川・水路の清掃、有明海の環境保全や棚田の保全に

向けた取り組みを積極的に進めます。

③環境教育・啓発等の推進と実践活動の促進
　環境美化運動をはじめ、河川の水質浄化及び省資源・省

エネルギー運動、アイドリングストップ５３運動など、市民

や事業者の自主的な環境保全活動を支援・促進し、環境に

やさしいライフスタイルや事業活動の定着に努めます。そ

のために、環境教育や環境保全に関する広報・啓発活動を

推進し、市民の環境保全意識の高揚を図ります。

　また、実践的な環境保全活動を展開する環境ボランティ

アの育成・支援を行います。

【施　策】 【基本事業】

自然環境・景観の
保全と創造

①環境基本計画等の策定
②自然環境・景観の保全
③環境教育・啓発等の推進と
　実践活動の促進
④公害等環境問題への対応
⑤美しい街並み景観づくり

自然環境・景観の保全と創造

計画的な自然環境の保
全や適正な土地利用も
考えていかないとね。

私たちも積極的に環境
について勉強をしてい
こうね。

５３【アイドリングストップ】
自動車が走っていない時
にエンジンをかけ続け

るのをやめること。
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④公害等環境問題への対応
　水質汚濁や騒音、悪臭、振動などの公害に対し、関係機

関との連携のもと、監視・指導を推進し、未然防止及び適

切な対応に努めます。

　また、ペットの飼育マナーの向上に関しても啓発活動等

を進めます。

⑤美しい街並み景観づくり
　歴史的な街並み整備をはじめ、市民参加による自然・歴

史・文化資源を生かした美しい街並み景観づくりを積極的

に進めます。

主な成果の目標

主要事業（例示）

自然環境・景観の保全と創造

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛100％市内主要河川の水質目標達
成率

掛ー％環境問題に関心を持ち自ら
学んでいる市民割合

掛ー％景観に満足している市民割
合

水質等に関する広報・啓発活動

下水道の整備及び加入促進

公害が起きないまちづ
くりとペットを飼うと
きのマナーも大切だ
ね。

自然・歴史・文化資源
を生かした美しい街並
み景観づくりをしな
きゃね。

ムツゴロウも飛び跳ねるような自
然環境の保全に努めます。
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期待される協働のイメージ

　市民

・省エネに努めます。

・身近な自然保護活動・環境保全活動に参加します。

・環境教育に参加します。

・街並み景観づくりに参画します。

　地域・団体・事業者

・自然環境に配慮した開発を行います。

・省エネに努めます。

・地球温暖化防止に努めます。

　行政

・公共施設における地球温暖化防止に努めます。

・環境教育や広報・啓発活動を行います。

・自然保護活動や環境保全活動に対する支援を行います。

・公害の監視・指導を行います。

・街並み景観づくりを推進します。

自然環境・景観の保全と創造

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ２　公園・緑地の整備

施策の目的

　いこいの場、交流の場、子どもの遊び場の確保と快適で安

全な環境づくりに向け、公園・緑地の整備を進めるととも

に、緑化運動を展開します。

現況と課題

　緑や水の空間は、市民の生活に身近な交流の場、いこいの

場、子どもの遊び場としてだけでなく、災害時の防災機能や

レクリエーション活動など、多様な役割を担う重要な施設と

いえます。また、こうした身近な公園・広場の整備ニーズと

ともに、観光・交流機能を持つ特色ある親水・親緑空間づく

りへのニーズも高まってきています。

　本市の公園は、うしづふれあいグリーンパーク、羽佐間水

路緑水公園、祇園川河畔公園、ムツゴロウ公園、夢とロマン

の丘公園、陽だまりの丘公園等が整備されており、またス

ポーツ・レクリエーション施設を有する公園として、牛津総

合公園、小城公園があります。公園は市民各層によるスポー

ツ・レクリエーションの場、いこいの場、災害時の避難場所

など、市民生活に果たす役割はますます重要になってきてい

ます。

　また、うしづふれあいグリーンパーク、羽佐間水路緑水公

園等は、市街地から遠く、子どもや高齢者が利用できる身近

な公園、緑地の整備に努めることが求められます。

　さらに、緑化や快適な環境づくりに向け、公園整備やその

維持管理においても市民総参画の運動を展開していく必要が

あります。

公園・緑地の整備

快適で安全な公園の環
境づくりは、とっても
うれしいなあ。

公園や緑地はどうなる
の？

小城市には、スポーツ
やレクリエーションが
できる公園がたくさん
あって、災害の時は公
園が避難場所にもなる
のよ。

みんなが利用する公園
だから、市民みんなで
整備や管理をしていく
必要があるんだよ。
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施策の体系

基本事業

①身近な公園の整備
　市街地や集落内において、市民の交流・いこいの場、子

どもの遊び場となる身近な公園の整備を図るとともに、老

朽化した既存施設・設備の改修を行います。

②特色ある親水・親緑空間の整備
　市内外の人々の観光・交流・レクリエーションの場とし

て、水辺や森林などの自然資源や歴史資源を生かした特色

ある親水・親緑空間の保全と創造に努めるほか、緑化に配

慮した市街地整備や道路整備等を進めます。

③公園・緑地等の維持・管理体制の充実
　アドブトプログラムの導入や地域住民自身による公園・

緑地等の維持・管理等の体制づくりを促進します。

④緑化の推進
　公共施設の緑化を図るとともに、市民の自主的な緑化運

動、花づくり運動を促進し、全市的な緑化運動の展開と適

切な維持管理に努めます。

公園の整備や設備の修
理などもするんだね。

【施　策】 【基本事業】

公園・緑地の整備

①身近な公園の整備
②特色ある親水・親緑空間の整備
③公園・緑地等の維持・管理体制
　の充実
④緑化の推進

公園・緑地の整備

緑化に配慮した市街地
整備や道路整備を進め
ていくんだね。

花づくり運動などで、
公園や緑地をみんなで
きれいにしていこうね。
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主な成果の目標

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・公園に親しみ、活用するとともに、維持・管理に参加し

ます。

・緑化運動に参加します。

　地域・団体・事業者

・公園に親しみ、活用するとともに、維持・管理に参加し

ます。

・緑化運動に参加します。

　行政

・公園の整備、維持・管理を行います。

・公共施設の緑化を行います。

公園・緑地の整備

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛ー％公園や子どもの遊び場に満
足している市民割合

掛ー団体アドプトプログラム登録団
体数

公園整備・維持・改修事業

緑化推進事業

緑豊かな小城公園

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ３　水道水の安全・安定供給

施策の目的

　水道事業を充実し、安全でおいしい水の安定供給を図り

ます。

現況と課題

　本市の上水道は、市北部の小城町、三日月町の一部を給水

区域とする小城市水道と市南部の三日月町の一部、牛津町、

芦刈町を給水区域とする西佐賀水道企業団の二つの水道事業

により給水を行っています。

　本市水道は、昭和４２年に、計画給水人口６，５００人、計画一

日最大給水量１，５００　で給水を開始しました。以降８期の拡

張工事を実施し、現在では、計画給水人口２５，１００人、計画一

日最大給水量１２，２３０　で事業を行っています。平成１３年度か

らは、佐賀西部広域水道企業団から２，３３１　／日の受水によ

り、水需要の増大及び渇水時に対応しています。また、平成

１７年度上水道地図情報システムの導入により、配水管の管路

情報の迅速、丁寧な対応とシステムの円滑運用により管理体

制の強化と市民サービスの向上に努めています。

　西佐賀水道企業団は、昭和２９年に計画給水人口２３，３００人、

計画一日最大給水量３，３３０　で給水を開始しました。以降７

期の拡張工事を実施し、現在では、小城市南部と久保田町・

白石町福富地区を給水区域とし、計画給水人口４２，５００人、計

画一日最大給水量１８，９１０　で事業を行っています。平成１３年

度からは、佐賀西部広域水道企業団から８，４６６　／日の受水

により、水需要の増大に対応するとともに、平成１５年度から

老朽管更新事業に着手しています。

　本市においては、この二つの水道事業が、それぞれの料金

体系による経営を行っています。これによる水道料金格差が

あることを踏まえ、今後の議論を進めなければなりません。

　また、本市水道事業においては、これまで大口需要者の存

在により、安価で安定的な経営を行うことができましたが、

今後は、水道料金収益の減少や老朽管更新事業、管網整備事

業などの引き続き実施すべき事業が見込まれる中、健全な経

安全でおいしい水が飲
みたいな。

水道水の安全・安定供給

水道の水はどこからき
てるの？

北部の小城市水道と南
部の西佐賀水道企業団
という二つの水道事業
があるんだよ。

でもね、今は水道料金
に差があるから、ちゃ
んと考えていかないと
いけないね。

いつも安心で安全な水
のために健全な事業運
営を行うことが必要な
んだね。

㎥

㎥
㎥

㎥

㎥

㎥
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営計画を策定していくことが必要です。

　今後とも、それぞれの水道事業が、水の安定供給のための

老朽管更新事業等を推進し、事業の効果的運用と事務的効率

を図るとともに、常に安心で安全な水の供給に努め、さらな

る健全な事業運営を行うことが必要です。また、緊急時に

は、相互連絡を密にし、緊急連絡管等による応急給水を行う

ことが必要です。

施策の体系

基本事業

①水源の確保
　安全で安心な水の長期的・安定的な供給のため、現有水

源の保全及び確保に努めます。

②水道施設の整備
　施設の老朽化や下水道整備等に伴う水需要増大への対

応、災害時への対応、水質管理の強化等を見据え、老朽管

の更新や配水設備の点検・改良・拡張をはじめ、各種水道

施設の整備を計画的に推進します。

③水道事業の健全化
　水道料金の適正化をはじめ、施設の管理体制の充実や経

費の節減等を通じ、水道事業の健全化に努めます。

④節水型まちづくりの推進
　広報・啓発活動等を通じ、市民の節水意識の高揚や水資

源のリサイクルを促進し、節水型まちづくりを推進します。

水道水の安全・安定供給

緊急時には、お互いに
連絡を取り合って応急
給水を行うようにしな
いとね。

【施　策】 【基本事業】

①水源の確保
②水道施設の整備
③水道事業の健全化
④節水型まちづくりの推進

水道水の安全・安定供給

ずっとおいしい水が飲
めるようにしないと
ね。

計画的に各水道施設の
整備も進めていかない
とね。

水道料金の適正化や水
道事業の健全化もしな
くちゃ。

水のムダ使いをやめて
節水をしなきゃね。
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主な成果の目標

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・節水に努めます。

　地域・団体・事業者

・節水に努めます。

　行政

・安全な水を安定供給し、市民の安心を確保します。

・各種水道施設の整備を進めます。

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）事業体単位項　目

掛88.7小城市水道

％上水道有収率５４

掛86.7西佐賀水道

掛3.2小城市水道

％老朽配水管の残
存率

掛11.9西佐賀水道

老朽管更新事業

配水管網の整備

経営計画の策定

節水意識の高揚

水道水の安全・安定供給

小城市水道「松本浄水場」

５４【上水道有収率】
給水する水量と料金とし
て収入のあった水量との

比率。

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働



89

第
３
部　

基
本
計
画

下水道の整備

　 ４　下水道の整備

施策の目的

　美しく快適な環境づくりと公共用水域の水質保全に向け、

下水道の整備及び加入促進を図ります。

現況と課題

　本市における下水道は、合併前の整備計画を引き継いでお

り、現在８処理区（公共下水道２地区、特定環境保全公共下

水道３地区、農業集落排水３地区）の計画があります。この

中で３処理区（特定環境保全公共下水道１地区、農業集落排

水２地区）は既に事業が完了しています。また、公共下水道

の１処理区は事業認可を受けておらず、未着手となっていま

す。現計画では、事業完了年度を平成３５年度としており、現

在の普及率は約１７％の状況です。

　下水道事業には多額の建設費と長い事業期間が必要なこと

から、市の財政状況や事業の実効性及び効果を見極めなが

ら、各処理区の条件に合わせて、公共下水道、農業集落排水、

合併処理浄化槽の手法で整備を進めていく必要があります。

　さらに、下水道は施設の整備で事業が終了するのではなく

利用者の加入率向上や整備された施設を適正に管理し、施設

の効果的な運用を行うことが大切であり、今後は、旧町ごと

に計画されていた下水道計画を見直し、本市としての整備計

画を策定する必要があります。

施策の体系

【施　策】 【基本事業】

①地域条件に応じた下水道整備の推進
②下水道計画の見直し
③施設の適正な維持管理と加入促進

下水道の整備

美しく快適な環境づく
りのために、下水道の
整備を進めなきゃね。

下水道は、今どうなっ
ているの？

平成３５年度までに下水
道整備を完了する予定
なんだけど、現在の普
及率は約１７％ぐらいな
のよ。

下水道事業には、たく
さんのお金が必要だか
ら、財政状況を見なが
ら進めていかなくちゃ
いけないんだよ。

下水道が整備されたら
終わりじゃなくて、効
果的な運用を行うこと
が大切なのよ。
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基本事業

①地域条件に応じた下水道整備の推進
　各地域の人口及び地理的な条件に合わせ、公共下水道事

業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽整備事業を計画

的、効率的に推進します。

②下水道計画の見直し
　財政状況や事業の実効性及び効果を見極めながら、下水

道計画の見直しを行います。

③施設の適正な維持管理と加入促進
　供用開始後の施設の適正な維持管理に努めるとともに、

水環境・水循環等に関する広報・啓発活動等を通じ、積極

的に加入促進を図ります。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛17.1％下水道普及率

下水道事業

・公共下水道事業

・特定環境保全公共下水道事業

・農業集落排水事業

合併処理浄化槽整備事業

下水道の整備

地域に応じた下水道の
整備を効果的に進めて
いくんだね。

たくさんのお金がかか
るから、いろんなこと
を見極めながら計画の
見直しを行っていく必
要があるのね。

下水道処理が開始され
た地区は、みんなが接
続をしていかないとね。

下水道施設
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期待される協働のイメージ

　市民

・公共下水道が整備された場合は、速やかに加入して使用

します。

・合併処理浄化槽を設置するとともに、浄化槽の適切な維

持管理を行います。

　地域・団体・事業者

・公共下水道が整備された場合は、速やかに加入して使用

します。

・合併処理浄化槽を設置するとともに、浄化槽の適切な維

持管理を行います。

　行政

・公共下水道の整備・普及を行います。

・合併処理浄化槽の設置を促進します。

下水道の整備

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ５　循環型社会の形成

施策の目的

　循環型社会の形成に向け、廃棄物の適正処理、３Ｒ運動５５

の促進、不法投棄の防止に努めます。

現況と課題

胸ごみ処理
　本市の一般廃棄物については、可燃物の焼却及び不燃物の

処理は、天山地区共同塵芥処理場組合（構成団体：小城市、

久保田町）で行われています。

　可燃物については、指定袋によるステーション収集を実

施、不燃物（ビンガラス類・金物類）については、コンテナ

によるステーション収集を実施しています。

　資源ごみについては、容器包装リサイクル法が施行されて

います。今後も、分別方法について、市民への理解と協力の

もと、より一層の分別意識を高める必要があります。

　ごみの排出量は依然として増加傾向にあり、質的にもます

ます多様化しており、一層の減量化・リサイクル等の促進が

求められる状況にあるとともに、山間部等への不法投棄の対

応も重要な課題となっています。

　このため、ごみの排出動向や廃棄物・リサイクル関連法を

踏まえながら、広域的なごみ処理体制の充実を進めるととも

に、市民の理解と協力のもと、ごみの減量化やリサイクル、

不法投棄の防止など循環型社会の形成を目指して積極的に取

り組む必要があります。

胸し尿処理
　し尿については、許可業者によって収集・運搬し、天山地

区共同衛生処理場組合（構成団体：多久市、小城市、久保田

町、佐賀市「旧大和町」）で処理を行っています。

　今後は、下水道事業の推進に伴う処理体制の変更ととも

に、汚泥の処理が増加することが考えられるため、これらの

適正な処理と組合の効率的な運営を促進していく必要があり

ます。

循環型社会の形成

僕たちが出したごみは
どこにいくの？

天山地区共同塵芥処理
場で処理されているの
よ。

でもね、ごみの量がだ
んだん増えているか
ら、分別してリサイク
ルを進めているんだよ。

私たちも、ごみをでき
るだけ出さないように
気をつけて、勝手に捨
てないようにしなきゃ
ね。

し尿は、共同衛生処理
場で処理されているけ
ど、これから下水道が
できると汚泥の適正な
処理と効率的な運営を
考えないとね。

５５【３Ｒ運動】
リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ：
発生抑制）・リユース

（Ｒｅｕｓｅ：再使用）・リサイクル
（Ｒｅｃｙｃｌｅ：再生利用）のこと
で、廃棄物をできるだけ出さない
社会に向けた運動。
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循環型社会の形成

施策の体系

基本事業

①一般廃棄物処理基本計画の策定
　循環型のまちづくり、廃棄物の適正処理のため、一般廃

棄物処理基本計画を策定します。

②ごみ処理体制の充実
　分別収集体制の充実、広報・啓発活動等を通じた分別排

出の徹底に努め、広域的ごみ処理・リサイクル関連施設の

整備を図るため、広域清掃センターの建設を進めます。

③３Ｒ運動の促進
　広報・啓発活動や推進団体の育成等を積極的に進め、市

民や事業者の自主的な３Ｒ運動を促進し、ごみを出さない

社会づくりに努めます。

④ごみの不法投棄対策の推進
　広報・啓発活動や環境教育等を通じ、市民の環境保全意

識の高揚に努めるとともに、不法投棄の監視・指導体制の

強化や適正処理対策を行います。

⑤し尿処理体制の充実
　下水道整備の進捗に伴う汚泥の増加への対応等も加味し

ながら、広域的連携のもと、し尿収集・処理体制の充実を

図ります。

【施　策】 【基本事業】

循環型社会の形成

①一般廃棄物処理基本計画の策定
②ごみ処理体制の充実
③３Ｒ運動の促進
④ごみの不法投棄対策の推進
⑤し尿処理体制の充実

環境にやさしいまちづ
くりを考えないとね。

広域的ごみ処理・リサ
イクルの整備のために
広域清掃センターの建
設も必要になるね。

３Ｒ運動を広げて、ご
みを出さない社会づく
りをしようね。

不法投棄をしない、さ
せない対策も大切だ
ね。

下水道整備にともなう
汚泥の増加への対策も
考えながら、し尿収
集・処理体制をしっか
りしとかないとね。
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主な成果の目標

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・ごみの分別排出を徹底します。

・３Ｒ運動を行います。

・不法投棄の監視に参加します。

　地域・団体・事業者

・ごみの分別排出を徹底します。

・３Ｒ運動を行います。

・不法投棄の監視に参加します。

　行政

・ごみ収集・処理・リサイクル体制を整備します。

・３Ｒ運動の啓発活動を推進します。

・不法投棄対策を推進します。

・し尿収集・処理体制の充実を図ります。

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛0.3 　
（平成１６年度）t／年市民一人当たりのごみ排出量

掛
14.3 　

（平成１６年度）％リサイクル率

掛ー％３Ｒ運動をしている市民割合

ごみ減量化推進事業
不法投棄廃棄物対策事業
広域清掃センター整備事業

循環型社会の形成

天山地区共同塵芥処理場

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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消防・防災体制の充実

　 ６　消防・防災体制の充実

施策の目的

　あらゆる災害に強いまちづくりに向け、地域消防力を強化

させるとともに、総合的な防災体制を確立します。

現況と課題

胸消防
　常備消防（佐賀広域消防局）については、現在３市３町で

の広域消防となっています。旧小城郡４町で構成していた小

城地区消防本部と管轄の地区は変わりませんが、市内は小城

消防署に加え、新たに小城消防署北分署が設置されて体制の

充実が図られました。

　しかし、職員の異動などにより、現場への到着時間の遅延

や火災発生を知らせる放送が大字単位で周知されているた

め、非常備消防団の初期活動において火災発生地域が限定で

きないといった状況も見られます。

　非常備消防（消防団）については、合併後、各旧町の消防

団を統合して「小城市消防団」を組織し市の防火・防災活動

の中心を担い、火災予防啓発活動や消火活動、水防活動、消

防訓練等を行っています。

　現在、団員の定数は１，３００人で、実団員は１，２０７人（平成１８

年５月現在）ですが、近年は、新規加入が減少し、団員の補

充が困難となっています。

　消防団の拠点である詰所は４５箇所あり、車両は小型動力ポ

ンプ積載車（軽四含む）４５台を保有しています。車両につい

ては、老朽化が進んでいるものもあるため、更新計画を作成

し、平成１９年度から随時更新していくことが必要です。ま

た、格納庫も老朽化が進んでおり、合わせて整備を検討して

います。

　消防水利については、消火栓や防火水槽、自然水利があり

ますが、その基準を満たしていない地区について順次整備し

ていますが、自然水利に頼るところも多く、水利施設の整備

を図ることが必要となっています。

いろんな防災体制を考
えていくんだね。

消防については、どう
なっているの？

小城消防署と新たに小
城消防署北分署ができ
たから、さらに安心に
なったし、消防団も
ちゃんと訓練などをし
ているのよ。

でも、消防団のポンプ
積載車や格納庫も古く
なってきているから、
新しくしていかないと
いけないんだよ。

まだまだ自然水利のと
ころも多いから水利施
設の整備も必要なのよ。
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胸防災
　本市は、天山から有明海まで幅広く、災害も土砂災害から

地すべり、急傾斜地崩壊、土石流、河川の氾濫、高潮と種々

雑多な災害が予想されます。また、台風、地震等の自然災害

も頻発しています。これらの災害に対処するためには、市内

の地形や排水等の実情を熟知し、十分検討した防災計画を、

市民に伝達していく必要があります。

　また、水防ハザードマップが作成されていないため、河川

浸水想定区域指定後、速やかに作成するとともに、市民への

周知が必要です。

　防災行政無線は、各旧町で同報系・移動系の防災無線を所

持していたものを、合併後に統合制御装置を用いて運用して

いますが、その仕様は、小城・三日月・牛津地区は、屋外ス

ピーカーを主とした屋外子局方式で、芦刈地区は個別受信機

を主体とした方式をとっています。このため、地区ごとで時

差放送ができず、聞きづらくなっているところもあります。

また、この防災行政無線の電波局は、各市町村に１局しか所

持できない（現在は合併措置により４局所持）ため、今後

は、この電波局の問題とアナログ廃止に伴うデジタルへの移

行を早急に検討し整備していく必要があります。

　自主防災組織については、現在は組織されていません。大

規模災害時には、高齢者や障害者などの対応も求められ、消

防署、消防団及び市職員だけでは対応しきれない事態が発生

することが予想されるため、各地区の組織が必要です。

　また、山から海までの変化に富んだ本市の地形的特性を踏

まえ、治山・治水対策を進めていく必要があります。

　一方、平成１６年９月に国民保護法が施行され、武力攻撃か

ら市民の生命・身体・財産を保護するため地方公共団体の責

務として、武力攻撃事態等に備え、他の機関と連携協力し対

処する方策を固めておく必要があります。

消防・防災体制の充実

地震や大雨のときは大
丈夫かな？

市内の地形や排水など
を把握して、十分検討
した防災計画を、みん
なに伝えていくことが
必要になるんだよ。

防災行政無線は、合併
後、既存施設を暫定的
に統合して運用してい
るんだね。早く整備し
ていかないとね。

災害のときは、高齢者
の方や障害者の方は大
丈夫なのかな？

消防署、消防団や市職
員だけでは対応できな
いことも予想されるか
ら、各地区の組織が必
要になるわね。
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消防・防災体制の充実

施策の体系

基本事業

①常備消防・救急体制の充実
　広域的連携のもと、消防署の組織体制の充実や職員の資

質の向上、火災情報伝達方法の充実を図るとともに、救命

救急体制の充実を促進します。

②消防団の活性化
　団員の確保対策の強化や団員の資質向上を図り、消防団

を活性化させます。

③消防施設の計画的更新
　性能向上の必要性や老朽化等の状況に応じ、消防車両や

格納庫、消火栓・防火水槽等の消防水利など、各種消防施

設を計画的に更新します。

④防災体制の充実
　地域防災計画等の指針に基づき、総合的な防災体制を整

備します。特に、災害時のライフライン５６確保対策を積極

的に進めるほか、総合的な防災訓練の実施や自主防災組織

の育成、防災施設の整備充実、ハザードマップの作成や避

難路・避難場所の周知徹底、緊急時の情報通信体制の整備

充実に早急に取り組みます。

【施　策】 【基本事業】

消防・防災体制の充実

①常備消防・救急体制の充実
②消防団の活性化
③消防施設の計画的更新
④防災体制の充実
⑤治山・治水対策の推進
⑥武力攻撃等緊急事態対策の推進

５６【ライフライン】
都市生活の維持に必要不
可欠な、電気・ガス・水

道・通信・輸送などのこと。

団員を増やして、消防
団を活性化しないとね。

火災情報を早く伝える
ことと、救命救急体制
の充実を進めなきゃね。

消防車両や格納庫など
古くなってきているも
のは、新しいものにか
えていかないとね。

総合的な防災訓練の実
施や施設の整備などの
防災体制をつくらない
とね。

防災無線
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⑤治山・治水対策の推進
　河川の改修や急傾斜地の崩壊防止、地盤沈下対策、高潮

対策など、災害を未然防止するために関係機関との連携の

もと、治山・治水対策を積極的に進めます。

⑥武力攻撃等緊急事態対策の推進
　武力攻撃等の緊急事態に対処するため、国民保護計画に

基づく施策を推進します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛25件火災発生件数

掛0組織自主防災組織数

掛ー％安全に暮らせると思う市民
割合

消防施設整備事業

防災行政無線整備事業

防災啓発事業

自主防災組織育成事業

消防・防災体制の充実

河川や山の急斜面など
を整備する、治山・治
水対策も大事だね。

武力攻撃などの緊急事
態への対策も必要にな
るね。

消防団の訓練
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消防・防災体制の充実

期待される協働のイメージ

　市民

・消防団に参加します。

・防災訓練に参加します。

・自主防災組織に参加します。

・避難路・避難場所を確認します。

・自ら身を守り、地域で助け合うことを基本に災害に対応

します。

　地域・団体・事業者

・自主防災組織の結成や防災訓練の実施、防災資機材の整

備に努めます。

・顧客や従業員の安全確保に努めます。

・地域への貢献の役割を認識し、防災体制の整備や事業所

の耐震化、防災訓練の実施に努めます。

・災害時には、ライフラインの確保等全面的に協力します。

　行政

・常備消防・救急体制の充実を促進します。

・消防施設の整備を行います。

・総合的な防災体制の整備を行います。

・治山・治水対策を進めます。

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ７　交通安全・防犯体制の充実

施策の目的

　交通事故や犯罪のない安全・安心で住みよいまちづくりに

向け、交通安全対策を充実させ、防犯体制を強化させます。

現況と課題

胸交通安全
　全国的に交通事故が多発する中、本市では、歩道の整備や

ガードレールの整備など安全な道路環境づくりを進めるとと

もに、関係機関・団体との連携のもと、各小・中学校の児

童・生徒や幼稚園・保育所の園児を対象とした交通安全教育

や啓発活動を推進しています。

　また、交通安全協会とも連携を図りながら市民の交通安全

意識の高揚に努めていますが、事故発生件数、負傷者とも、

わずかながら増加していますが、死者はここ数年減少傾向に

あります。

　今後は、平成１８年度に策定した小城市交通安全計画（第８

次：平成１８年度から平成２２年度）をもとに、交通量の一層の

増加や高齢社会への対応等も勘案し、交通安全教室や交通安

全啓発活動などを通じて、交通安全意識の高揚を図るととも

に、通学路を中心とした交通安全施設の整備を推進するな

ど、交通安全対策全般の一層の強化を図る必要があります。

胸防犯
　全国的に凶悪犯罪や若年層の犯罪が多発する中、日常生活

における安全性の確保が大きな課題となっています。

　本市では、防犯協会を設置し、学校関係者や事業所を対象

に啓発活動や教室などの開催を行っていますが、特に児童が

巻き込まれる犯罪が全国的に多発しており、市、防犯関係

者、保護者と連携しながら対策を講じる必要があります。ま

た、少子高齢化や核家族化、コミュニティ意識の希薄化等に

伴い、地域の犯罪防止機能の低下も懸念されており、今後一

層、防犯意識の高揚や防犯・地域安全体制の強化を進めてい

く必要があります。

交通安全・防犯体制の充実

交通事故や犯罪のない
安全・安心で住みよい
まちがいいね。

交通事故が発生しない
ようにするには、どう
したらいいのかな？

小城市では、歩道や
ガードレールの整備な
どの安全な道路環境づ
くりや交通安全教育を
進めているんだよ。

防犯に関しては、大丈
夫かな？

最近は、子どもが巻き
込まれる犯罪が全国的
に多くなってきている
から、みんなで協力し
て対策を講じる必要が
あるのよ。



101

第
３
部　

基
本
計
画

交通安全・防犯体制の充実

　さらに、防犯のための設備として防犯灯があります。これ

は、行政区で設置するものと市が直接設置するものがあり、

行政区で設置された防犯灯には、設置の支援を行っていま

す。また、現在市が管理している防犯灯は２００基程度ありま

すが、防犯面から見てまだ不足しているところもあり、特に

児童・生徒の通学路になっている主要幹線道路については、

早急に整備する必要があります。

施策の体系

基本事業

①交通安全に関する啓発等の推進
　警察や交通安全協会等関係機関・団体と密接に連携し、

交通安全教室や啓発活動を推進し、市民の交通安全意識の

高揚に積極的に努めます。

②交通安全の環境整備
　道路整備等と連動し、安全な道路環境づくりを進めるほ

か、カーブミラーやガードレール等の交通安全環境を充実

します。

③防犯に関する啓発等の推進と地域安全活動の促進
　警察や防犯協会等関係機関・団体と連携し、啓発活動や

教室の充実とその継続的な実施を図り、市民の防犯意識の

高揚に努めるとともに、地域ぐるみの自主的な防犯パト

ロールの実施や子ども１１０番５７の強化など地域安全活動を

積極的に促進します。

【施　策】 【基本事業】

交通安全・防犯体制
の充実

①交通安全に関する啓発等の推進
②交通安全の環境整備
③防犯に関する啓発等の推進と地
　域安全活動の促進
④防犯灯の設置

５７【子ども１１０番】
子どもの緊急避難場所、
警察等への通報場所とし

て、大人が常時家に居るお宅やお
店に目印の看板の掲示をお願い
し、子どもに何か遭ったとき、駆
け込んで助けてもらえる制度です。

夜は暗くなるから心配
だなあ。

ちゃんと防犯灯がある
から大丈夫なんだよ。
でも通学路でまだ不足
しているところがある
から早く整備しないと
ね。

交通安全教室や交通安
全の意識を高めていか
ないとね。

カーブミラーやガード
レールの整備などの環
境づくりも大切だね。

地域ぐるみの自主的な
防犯パトロールなどの
地域安全活動も進めて
いかないとね。
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④防犯灯の設置
　犯罪被害に遭いにくい環境づくりのため、防犯灯設置補

助及び市防犯灯設置を推進します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛624件交通事故発生件数

掛505件犯罪発生件数

掛89箇所防犯灯整備数

交通安全施設整備事業

交通安全啓発事業

防犯啓発事業

防犯灯設置事業

交通安全・防犯体制の充実

防犯灯によって犯罪被
害に遭いにくい環境づ
くりも大切なんだよね。

交通安全高齢者自転車競技
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期待される協働のイメージ

　市民

・交通安全に対する意識を高め、交通ルールの遵守と正し

いマナーを実践します。

・自主的な防犯・地域安全活動を行います。

　地域・団体・事業者

・地域の連帯意識を高め、交通事故や犯罪を抑制する機能

を高めます。

・地域の防犯パトロールを実施します。

・防犯灯の設置を行います。

　行政

・交通安全、防犯に関する啓発を行います。

・交通安全施設の整備を行います。

・防犯灯設置補助と市防犯灯の設置を行います。

交通安全・防犯体制の充実

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ８　安全な消費生活の充実

施策の目的

　市民が安心して消費生活を送れるよう、消費者対策を充実

します。

現況と課題

　商品の販売形態や契約方法の多様化等を背景に、訪問や電

話での悪質な勧誘、利殖商法、インターネットによる有料サ

イトの架空請求、振り込め詐欺など、いわゆる悪質商法によ

る被害が急増する傾向にあります。

　本市では、関係機関・団体との連携のもと、広報活動等を

通じた市民への情報提供や消費生活の相談等を行い、消費者

対策を推進していますが、平成１７年度の本市での相談件数は

４７０件となっています。

　今後高齢者の増加や、商品販売形態の一層の多様化が予想

される中で、悪質商法や危険な商品・サービスから自分を守

り、よりよい商品・サービスを選択するためには、消費者自

身が悪質商法等を見抜く目を養い、自立することが必要です。

　このため、今後とも県等関係機関・団体と連携しながら、

消費者教育・啓発や情報提供、相談の充実を進めていく必要

があります。

施策の体系

【施　策】 【基本事業】

安全な消費生活の充実
①消費者教育・啓発の推進
②消費生活相談の充実

安全な消費生活の充実

安心できるお買い物を
したいね。

最近は、悪質な勧誘や
架空請求、振り込め詐
欺などが多いから気を
つけないとね。
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基本事業

①消費者教育・啓発の推進
　広報紙や消費生活パンフレットの活用、消費生活展や消

費者講座・教室の開催等を通じ、消費者教育・啓発、消費

生活情報の提供を行うとともに、消費者団体及び指導者を

育成するなど、消費者の自立を促進します。

②消費生活相談の充実
　消費者トラブルの未然防止と発生後の適切な対応のた

め、県などの関係機関と連携をとりながら、消費生活相談

を充実します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

安全な消費生活の充実

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛252人消費者トラブル件数

消費生活出前講座

消費生活情報提供事業

消費生活相談センターの設置

高齢者の方が狙われる
ケースも多いから、情
報提供や相談できる環
境づくりが必要だね。

もし被害にあった時は
消費生活相談に早目に
相談しようね。

被害が急増している悪質商法
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期待される協働のイメージ

　市民

・正しい消費知識を習得し、トラブルに巻き込まれないよ

うにします。

・行政に対して、実態の情報を提供します。

　地域・団体・事業者

・地域及び消費者団体間で、情報の共有化を行います。

・消費者教育・啓発を実施します。

・責任ある商品やサービスを提供します。

・適正な表示及び取引方法を実施します。

　行政

・消費者教育・啓発、情報提供を行います。

・消費者団体の育成・支援を行います。

・消費生活相談の充実を行います。

安全な消費生活の充実

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 １　保健・医療の充実と健康づくり

施策の目的

　市民が健康寿命を伸ばし、健康でいきいきと暮らせるよ

う、人生の各期に応じた保健サービスを提供するとともに、

地域医療体制の充実を進めます。

現況と課題

胸母子保健
　本市の各種集団健診事業（乳児健診・１歳６か月児健診・

３歳児健診）は、母子保健推進員の通知配布や訪問連絡、個

人通知による効果もあり、９５％以上の受診率をあげています。

　しかし、最近の傾向として、言葉や情緒面の発達の遅れが

ある乳幼児が増加傾向にあります。

　育児に関する悩み、不安を訴える保護者が多くなっている

反面、相談事業に関しては参加率が低下しており、市民への

一層の周知が必要です。

　また、保健師による第１子訪問を実施し、育児不安の解消

に努めていますが、核家族で近くに援助者がいない保護者が

増加し、就労形態の多様化により母親の就業率も年々増加す

る中で、相談機関や育児支援サービスの早急な提供が必要と

なるケースも増えています。

　今後は福祉部門や関係機関と連携を図り、乳幼児と保護者

が安心して、心身ともに豊かに生活できるよう支援していく

必要があります。

胸成人・老人保健
　本市の死亡原因を見ると、悪性新生物（がん）、脳血管疾

患（脳卒中）、心疾患が上位を占めており、今後もがん対

策、循環器疾患対策が重要となってきます。

　本市は、生活習慣病予防の観点から健（検）診（基本健

診・各種がん検診等）を実施しています。総合健診として基

保健・医療の充実と健康づくり

第３章　健康・福祉日本一を目指すまち

乳幼児の健診は、９５％
以上の受診率があるの
よ。でも相談事業への
参加が少なくなってき
ているの。

お父さんや高齢者の方
の保健はどうなってい
るの？

健康でいきいきと暮ら
すには、保健サービス
をうまく利用すること
が大事なんだね。

母子保健はどうなって
いるの？

生活習慣病の予防やが
ん検診も同時に実施し
ているんだよ。

乳幼児と保護者が安心
して、心身ともに豊か
に生活できる、まちづ
くりが必要だね。
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本健診と各種がん検診を同時に実施し、平成１７年度の受診率

は７６．６％（基本健診）となっています。

　また、生活習慣病が低年齢化していることから、若年期か

らの健康的な生活習慣の形成・定着を図ることを目的に２０歳

以上を対象とした基本健診を実施しています。

　しかし、受診者の内訳を見ると、６５歳以上が４６．９％を占め

ており、基本健診受診者の固定化傾向があるため、新規受診

者の開拓となお一層の受診率の向上を図る必要があります。

また、健（検）診後のフォロー（相談、訪問等）に努める必

要があります。

　健康づくりに関しては、ウォーキングをする人や保健福祉

センターで運動する人も増え、また、本市の保健事業にも積

極的に参加し、健康づくりに関心がある市民は多くなってい

ます。反面、健康づくりにあまり関心がない人や関心はある

が実行できない人もいます。

　生活習慣病予防と禁煙のまちづくりに向け、自分の健康は

自分でつくるという意識を高め、生涯を通じた健康づくりを

推進していくため、知識の普及啓発を図り、地域住民が主体

となった活動を支援し、より効果のある保健事業を展開して

いく必要があります。

　なお、平成１５年の死亡原因を見ると６位には自殺があげら

れ、こころの健康づくりについても対策の必要があります。

また、医療費とともに介護給付費も増大してきており、介護

予防の観点からの健康対策も必要です。

胸感染症予防
　本市の予防接種事業は、集団接種と個別接種で実施してお

り、ＢＣＧ・ポリオ以外はすべて個別接種で、病院で随時接

種できる環境となっています。また、結核予防事業として、

６５歳以上を対象に胸部レントゲン撮影を実施しています。

　今後の課題としては、新型インフルエンザ５８など、緊急の

感染症が発生した場合に対応できる体制の整備が必要です。

保健・医療の充実と健康づくり

高齢者の方の、がん検
診率は高いけど、今は
生活習慣病が低年齢化
しているから、若い人
たちにも受けてほしい
わね。

新型インフルエンザな
ど、緊急の感染症が発
生した場合の対応も考
えておかないとね。

健康づくりは、みんな
やってるのかな？

運動する人も増えてき
ているし、禁煙のまち
づくりのためにも、み
んなでがんばろうね。

気になるのは、自殺す
る人が増えてきている
から、こころの健康づ
くりも必要なんだよ。

５８【新型インフルエンザ】
インフルエンザウイルス
が突然変異などによっ

て、これまで人に感染しなかった
ウイルスが人に感染するように変
化すると、人から人へ感染を起こ
すことになり、この変異したウイ
ルスによって起こるインフルエン
ザのこと。発生すれば、ほとんど
の人が免疫を持っていないため、
世界的な大流行が起こり、大きな
健康被害とこれに伴う社会的影響
が心配されています。
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保健・医療の充実と健康づくり

胸医療
　本市には、小城市民病院をはじめとする総合病院、内科、

小児科、外科、整形外科、産婦人科、歯科等第一次・二次救

急医療５９体制は整備されています。また、第三次救急医療６０

体制についても、佐賀大学医学部附属病院や佐賀県立病院が

比較的近い距離にあるため利用しやすい環境にあり、休日及

び夜間診療についても、在宅当番医制度や救急医療情報シス

テム事業等で対応しています。

　しかし、医師不足等の影響で産婦人科、小児科診療等につ

いては安心で満足できる体制ではありません。

　今後は、市民の健康管理、適切な医療を提供するため、地

域に存在する多様な医療機関と相互に連携し、良質な保健医

療サービスを提供できるよう各施策を推進することが必要に

なってきます。

施策の体系

基本事業

①保健事業推進体制の充実
　保健事業の拠点となる各保健福祉センターの整備充実及

び積極的な有効活用を図るとともに、温泉を活用した保健

事業の取り組み、さらには市民と一体となった各種健康づ

くり事業の強化支援を行い保健事業推進体制を充実します。

【施　策】 【基本事業】

保健・医療の充実と
健康づくり

①保健事業推進体制の充実
②母子保健の充実
③成人・老人保健の充実
④感染症対策の推進
⑤地域医療体制の充実

病院は、たくさんある
のかな？

保健福祉センターや温
泉を活用した保健事業
にも取り組むんだね。

総合病院や各専門科の
病院もたくさんあるけ
ど、お医者さんの数や
小児科が少なくなって
いるんだよ。

５９【第一次・二次救急医療】
第一次救急医療は、発
熱、腹痛、軽度の怪我な

ど入院を必要としない程度の患者
を対象とし、第二次救急医療は、
入院を必要とする程度の重症患者
を対象とする。

６０【第三次救急医療】
緊急入院と緊急手術が必
要な重篤な患者を対象と

する。
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②母子保健の充実
　妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査と指導、相談事

業、訪問等の保健事業を充実するとともに、関係部門が一

体となった子育て支援体制を充実します。

　また、母子保健推進員や地域ボランティア団体の活動支

援を強力に行い、地域で安心して子育てができる環境を構

築します。

③成人・老人保健の充実
　健康の保持・増進、発病の予防の観点から、第一次予

防６１を重視し、総合健診の充実とスムーズに健診を受診す

ることができる環境づくりを行い、健診後の事後指導及び

知識の普及、健康相談を充実し、市民の健康管理意識の高

揚に努めます。

　また、健康プランに基づき、生活習慣病の予防と禁煙の

まちづくりに向け、市民及び行政、関係機関の役割分担の

もと、食育の推進や肥満の予防、運動習慣の推進、歯の健

康づくり、こころの健康づくり、アルコール・禁煙対策等

の生涯を通じた健康づくり施策を積極的に推進します。

④感染症対策の推進
　予防接種及び結核検診受診の勧奨や、感染症に関する正

しい知識の普及に努めます。

　また、感染症発症時の関係機関との連携体制を整備する

とともに、危機管理を徹底し、防疫活動を推進します。

⑤地域医療体制の充実
　市民病院について、内科、外科、小児科、産婦人科の基

本的な診療体制のほか、循環器科、泌尿器科等の充実を図

り、二次医療機関６２としての役割を果たすとともに、経営

改革を積極的に進めます。

　また、市内外の医療機関相互の連携を強化し、救急・休

日・夜間を含めた地域医療体制の充実に努めます。

保健・医療の充実と健康づくり

６１【第一次予防】
健康増進活動や予防接種
等を通じ、はじめから病

気を起こさないようにすること。

６２【二次医療機関】
高度な検査機器や入院治
療機能を持つ病院（小城

市民病院のような地域の中核的な
病院）。

地域で安心して子育て
ができる環境づくりを
しなきゃね。

予防や検診を進めてい
き、もし感染症が発症
しても大丈夫なように
しとかないとね。

市民病院の診療体制の
充実や経営改革を進め
るんだね。

健診の促進や健康プラ
ンに基づいた健康づく
りを進めるんだね。
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主な成果の目標

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・健康管理意識を高め、自主的な健康づくりを行います。

　地域・団体・事業者

・地域における健康づくりや子育て支援を行います。

・安全で質の高い医療を提供します。

　行政

・人生の各期に応じた保健サービスを提供します。

・市民病院の充実を図ります。

・救急・休日・夜間の医療体制の充実を図ります。

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛65.5％育児不安を感じている保護
者の割合

掛40.1％

基本健診結果中、高血圧・
高脂血症・糖尿病のいずれ
かで指導が必要と判断され
た人の割合

掛63.9％健康づくりを実践している
人の割合

掛ー％救急医療体制に満足してい
る市民割合

健診体制整備事業

生涯を通じた健康づくり推進事業

母子保健推進員育成・強化事業

保健・医療の充実と健康づくり

小城市民病院

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ２　生涯スポーツの充実

施策の目的

　一人一スポーツを目指し、スポーツ活動の場と機会を充実

します。

現況と課題

　スポーツは、健康や体力の維持・増進に役立つだけでな

く、人々の親睦や交流を深め、豊かな地域社会を形成するも

のとして、重要な役割を担っています。

　本市では、スポーツ団体への活動支援や体育協会の育成強

化を図り、地域スポーツ体制の強化に努め、スポーツ競技力

の向上や市民の健康増進・余暇活動の充実に向け、様々なレ

ベルに応じた各種スポーツ大会・教室の開催を支援してい

ます。

　また、近年、健康・体力づくりに対する関心が高まる中、

市民のスポーツニーズは増大・多様化の傾向にあり、すべて

の市民が生涯にわたってそれぞれの年齢や体力に応じたス

ポーツ活動が行える環境づくりも一層求められています。

　このため、スポーツ施設の整備の検討を進めていくととも

に、指導者、各種スポーツ団体・クラブの育成や人生の各期

に応じたスポーツの普及など、スポーツ活動の場と機会の充

実を進めていく必要があります。

施策の体系

【施　策】 【基本事業】

生涯スポーツの
充実

①スポーツ施設の整備充実・有効活用
②スポーツ団体、指導者の育成
③幅広いスポーツ活動の普及促進

生涯スポーツの充実

なぜ、生涯スポーツの
充実が必要なの？

みんながスポーツに関
心を持ち、参加できる
ようにしていくんだね。

健康増進や体力づくり
になるし、みんなとの
交流の場になるから、
より豊かな地域社会づ
くりができるんだよ。

最近は、スポーツをす
る人も増えてきている
から、施設の整備など
も必要になるね。
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生涯スポーツの充実

基本事業

①スポーツ施設の整備充実・有効活用
　体育館をはじめとするスポーツ施設の整備を計画的に進

めていくとともに、予約利用システムの導入や施設の民間

への管理委託など管理運営体制を充実し、施設を有効・効

率的に活用します。

②スポーツ団体、指導者の育成
　体育協会をはじめ各種スポーツ団体の育成・支援に積極

的に努めるとともに、指導者やボランティアの育成・確保

を図り、市民の自主的なスポーツ活動の一層の活発化を促

進します。

　また、地域住民が主体の運営方式を導入し、誰もが気軽

に多様なスポーツ活動を行うことができるよう住民スポー

ツ推進員を育成します。

③幅広いスポーツ活動の普及促進
　各種スポーツ情報の収集・提供を行い、市民のスポーツ

への関心や健康管理意識を高めていくとともに、各種ス

ポーツ大会やスポーツ教室、各種行事等の内容を充実し、

競技スポーツから生涯スポーツ、ウォーキング等の健康づ

くり・レクリエーションまで、幅広いスポーツ活動の普及

を積極的に促進し、一人一スポーツを目指します。

主な成果の目標

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛19団体体育協会加盟団体数

掛42人スポーツ指導者登録数

掛56団体少年スポーツクラブ団体数

指導者やボランティア
の育成を行うことに
よって、一層スポーツ
活動を活発化させてい
くのね。

幅広いスポーツ活動の普及に取り
組んでいます。

計画的に体育館やス
ポーツ施設を整備して
いくんだね。

幅広いスポーツ活動を
進めていくのね。

気軽にスポーツ活動が
できるように住民ス
ポーツ推進員さんもい
るんだね。
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主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・日頃からスポーツやレクリエーションを自ら実践し、健

康づくりに役立てます。

　地域・団体・事業者

・仲間意識を持って、地域のコミュニケーションを図り、

スポーツやレクリエーションを実践します。

　行政

・スポーツ施設の整備・有効活用を行います。

・体育協会をはじめ各種スポーツ団体の育成を行います。

・情報提供、機会提供を行います。

スポーツ・レクリエーション活動の普及・推進事業

スポーツ団体の育成と指導者の確保事業

スポーツ・レクリエーション施設の整備事業

生涯スポーツの充実

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ３　地域福祉の充実

施策の目的

　誰もが地域で支え合いながら共に生きることができるよ

う、多様な主体が参画する地域福祉体制の整備を進めます。

現況と課題

　市民一人ひとりが住み慣れた地域や家庭で自立した豊かな

生活が送れるよう、「市民との協働」といった社会的な動向

などを踏まえて、市民に身近な福祉分野においても、行政が

一方的に社会福祉を推進していくのではなく、市民・事業

者・行政が協働しながら、地域での自助・共助・公助による

取り組みを進めていく必要があります。

　このことから、福祉を必要とする人やこれから必要となる

人が、安心して充実した普段の暮らしを送れるよう、様々な

生活課題を地域全体で解決するという観点から、それらを実

現するための施策や事業の推進とともに、社会福祉協議会な

どの福祉活動を行う団体を中核とした地域ぐるみでの福祉

ネットワークの確立や市民が参画した地域福祉計画の策定な

どを進めていく必要があります。

施策の体系

【施　策】 【基本事業】

①地域福祉計画の策定
②サービスを利用しやすい環境づくり
③福祉サービス・地域資源の充実
④福祉教育・啓発活動等の推進

地域福祉の充実

地域福祉の充実

地域で支え合い、みん
なでつくる地域福祉な
んだね。

行政だけが地域福祉を
進めていくのではなく
て、みんなで力を合わ
せて取り組んでいくこ
とが大切だよね。

私たちの地域ぐるみで
の福祉ネットワークを
つくらなきゃね。
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基本事業

①地域福祉計画の策定
　地域福祉を総合的に推進するため、市の福祉関連サービ

スを調整・統合化した地域福祉計画を策定します。

②サービスを利用しやすい環境づくり
　市民が自分に適したサービスを自ら選択し、安心して利

用できるよう、関連部門、関係機関・団体相互の連携強

化・情報共有化を行い、各種福祉サービスに関する情報提

供・相談体制の整備、利用者の権利擁護のための施策を充

実します。

③福祉サービス・地域資源の充実
　市民満足度の高い福祉サービスを提供するため、社会福

祉協議会をはじめ、民生児童委員、各種福祉団体の福祉活

動を育成・支援していきます。特に、社会福祉協議会やＮ

ＰＯ法人等と連携し、福祉ボランティアの育成及びネット

ワーク化、身近な地域を単位とした福祉ネットワークの形

成を積極的に進めます。

④福祉教育・啓発活動等の推進
　福祉教育や啓発活動を推進し、市民の福祉意識の高揚と

福祉活動への積極的な参加を促進します。

主な成果の目標

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛4団体福祉関係認証ＮＰＯ法人数

掛794人福祉ボランティア登録者数

地域福祉の充実

計画的に地域福祉を充
実させていくんだね。

自分にあったサービス
を選べるようにして欲
しいね。

福祉ボランティアの育
成とネットワーク化を
進めていくんだね。

みんなが福祉について
もっと関心をもっても
らうようにしなきゃ。

芦刈保健福祉センター「ひまわり」



117

第
３
部　

基
本
計
画

地域福祉の充実

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・地域における身近な福祉活動やボランティア活動に参加

します。

　地域・団体・事業者

・地域コミュニティとして、地域の高齢者、障害者、子ど

も、生活困窮者に対する支援活動を行います。

・地域福祉活動計画を策定します。

・福祉ボランティアの育成・支援を行います。

　行政

・サービスを利用しやすい環境づくりを行います。

・社会福祉協議会をはじめとする多様な主体を育成・支援

します。

・福祉教育や啓発を行います。

地域福祉計画策定

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ４　高齢者福祉・介護の充実

施策の目的

　高齢者がいつまでも健康で生きがいを持って暮らせるよ

う、介護予防を柱とした福祉・介護施策をはじめ、生きがい

づくり、社会参加に向けた施策を推進します。

現況と課題

　平成１７年３月末現在の本市における高齢者（６５歳以上）の

割合は、２０．６％で、全国平均の１９．７％に比べると若干高く

なっており、全国平均を上回るペ－スで高齢化が進んでいま

す。団塊の世代による急激な高齢化も予想され、超高齢社会

の到来に備える必要があります。

　介護保険制度は高齢期の国民生活を支える制度として定着

していますが、サ－ビス利用の伸びに伴い費用も急速に増大

しており、「制度の持続可能性」を確保することが、喫緊の

課題となっています。

　また、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加など新た

な課題への対応も求められています。

　高齢者が健康でいきいきとした生活を送ることができるよ

うにするためには、様々な支援をしていくことが重要です。

　本市では、高齢者が要介護状態に陥ったり、状態が悪化す

ることがないよう、介護予防事業をはじめ、高齢者の生活支

援事業、家族介護支援事業、在宅介護支援事業、高齢者の生

きがいと健康づくり推進事業、緊急通報体制整備事業等の介

護予防・地域支え合い事業等を実施してきました。これらの

介護予防・地域支え合い事業は、介護保険制度の改正により

平成１８年度から本事業の多くを地域支援事業（介護保険制度

内）として実施しています。

　今回新たに創設された地域支援事業の包括的支援事業を担

う地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び

福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、包括的支援

事業を地域において一体的に実施する役割を担う中核拠点と

して設置しました。

高齢者福祉・介護の充実

健康で、生きがいを
持って暮らせる高齢者
福祉にしなきゃね。

全国平均を上回るペ－
スで高齢化が進んでい
るから、これからたく
さんのお金が必要に
なってくるんだよ。

高齢者福祉や介護サー
ビスは、どうなってい
るのかな？

だから、みんなが協力
する様々な支援体制が
必要になるのね。

高齢者の方々の介護や
高齢福祉サービスなど
の相談窓口として、新
しく地域包括支援セン
ターも設置されたんだ
ね。
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高齢者福祉・介護の充実

　包括的支援事業は、要支援・要介護状態になる前からの介

護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的な

マネジメント機能を強化する観点から市で実施しています。

従来の介護予防事業等は地域支援事業の中で継続できる事業

もありますが、市の単独事業として実施する事業が増えるこ

とで財政面への影響もあり、事業の効果等も含め事業の見直

し等検討する必要があります。

施策の体系

基本事業

①高齢者福祉・介護推進体制の充実
　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく各種事

業の実施状況の点検・評価を行い、３年ごとに計画を見直

して総合的な推進体制を強化し、持続可能な事業を展開し

ます。

②地域支援事業の実施
　高齢者の介護予防対策として、地域支援事業を実施し、

予防重視型システムの定着を積極的に進めます。特に、包

括的支援事業として、地域における総合的なケアマネジメ

ント６３機能を担う地域包括支援センターの一層の充実を進

め、介護予防のマネジメントや、総合的な相談支援事業、

権利擁護事業等を実施します。

【施　策】 【基本事業】

高齢者福祉・介護の
充実

①高齢者福祉・介護推進体制の充実
②地域支援事業の実施
③予防給付・介護給付の実施
④高齢者の生きがいづくり、社会
　参加等の支援

計画を３年ごとに見直
して、体制の強化をす
るんだね。

介護予防のマネジメン
トや、総合的な相談支
援事業、権利擁護事業
などを実施していくん
だね。

市の介護予防事業など
も財政面を考えて行わ
ないとね。

６３【ケアマネジメント】
利用者一人ひとりに最適
なサービスを提供できる

よう、様々な資源を最大限に活用
して組み合わせ、調整すること。
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③予防給付・介護給付の実施
　要支援認定者を対象に、重度化を防止するための介護予

防サービスや地域密着型介護予防サービス等に対する予防

給付を実施するとともに、要介護認定者を対象に、居宅

サービスや施設サービス等に対する介護給付を実施します。

④高齢者の生きがいづくり、社会参加等の支援
　高齢者の生きがいづくりや社会参加、就労の促進に向

け、シルバー人材センターの支援・強化に努めるほか、高

齢者の学習・文化・スポーツ活動を促進します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛14.9％高齢者人口に対する要介護
認定者の割合

掛ー％高齢者福祉・介護サービス
に満足している市民割合

掛167人シルバー人材センター会員
数

介護予防・在宅福祉サービス事業

生きがい対策・社会参加促進事業

地域包括支援事業

高齢者福祉・介護の充実

支援や介護が必要と認
められたら、介護保険
の給付サービスが受け
られるんだね。

高齢者の方々へ活動の
場所を増やして、生き
がいづくりを支援する
のね。

小城保健福祉センター「桜楽館」
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期待される協働のイメージ

　市民

・健康管理意識を高め、日頃から自主的な健康づくりや生

きがいづくり、介護予防に取り組みます。

　地域・団体・事業者

・地域の福祉の担い手として活動します。

　行政

・地域支援事業、予防給付・介護給付を実施します。

・シルバー人材センターの支援を行います。

高齢者福祉・介護の充実

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ５　障害者福祉の充実

施策の目的

　障害のある人が地域社会の一員として自立し、安心してい

きいきと暮らせるよう、新たな事業体系に基づく障害者施策

を総合的に推進します。

現況と課題

　平成１８年３月末現在、本市の身体障害者手帳所持者は

２，０１４人、療育手帳所持者は３２３人、精神障害者は精神障害者

保健福祉手帳所持者１０９人、公費負担による通院者３１８人（重

複あり）で、身体障害者の約７割は、６５歳以上の高齢者です。

　精神障害者については、増加傾向にあります。

　障害者自立支援法の制定とそれに伴う各種制度の改正を踏

まえ、障害者基本計画・障害福祉計画に基づき、ノーマライ

ゼーションの理念の一層の浸透をはじめ、相談・情報提供体

制の充実や新たな事業体系による障害福祉サービスの提供、

就労機会の拡大や社会参加の促進、バリアフリー、ユニバー

サルデザインのまちづくりなど、障害者施策の総合的推進に

努める必要があります。

施策の体系

【施　策】 【基本事業】

障害者福祉の充実

①障害者福祉推進体制の充実
②広報・啓発活動等の推進
③障害福祉サービスの提供
④人にやさしい環境整備の推進
⑤保育・教育の充実
⑥保健・医療サービスの充実

障害者福祉の充実

身体障害者の多くは高
齢者の方々で、最近で
は精神障害者の方々も
多くなってきているん
だね。

障害のある人も安心し
て暮らせる小城市にし
たいね。

障害者にも優しいバリ
アフリーやユニバーサ
ルデザインのまちづく
りをしなきゃね。
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障害者福祉の充実

基本事業

①障害者福祉推進体制の充実
　障害者自立支援法の制定や各種制度の改正に伴うサービ

ス内容の周知を図るとともに、障害程度区分の認定など支

給決定からサービス利用に至る総合的な推進体制を強化

し、持続可能な事業を展開します。

　また、生涯を通じた相談体制を充実します。

②広報・啓発活動等の推進
　ノーマライゼーションの理念を踏まえたまちづくりを進

めるため、広報・啓発活動や福祉教育、交流事業を推進し

ます。

③障害福祉サービスの提供
　居宅介護（ホームヘルプ）や重度者訪問介護、施設入所

の支援をはじめとする各種サービスに対する介護給付の実

施、自立訓練や就労の支援等に対する訓練等給付の実施、

補装具費の支給、相談の支援や移動の支援をはじめとする

地域生活支援事業の推進など、新たな事業体系に基づく障

害福祉サービスを提供します。

④人にやさしい環境整備の推進
　障害者や高齢者をはじめ、誰もが安心して生活ができる

環境づくりに向け、関係機関と連携しながら、バリアフ

リー、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。

⑤保育・教育の充実
　障害児保育・特別支援教育の充実に努めるとともに、適

切な就学・就労相談及び指導に努めます。

⑥保健・医療サービスの充実
　障害の予防、早期発見、早期治療・療育、機能訓練等の

充実に努めます。

総合的な福祉サービス
や相談などを進めてい
くのね。

すべての人が安心で使
いやすい製品・建物・
環境のまちづくりを進
めるんだね。

障害者の方々や高齢者
の方々などが他の人々
の生活条件と同じよう
になるよう、いろんな
活動を推進していくん
だね。

自立ができるような訓
練や仕事の支援などの
障害福祉サービスがあ
るのね。

障害児の保育や教育に
ついて、なんでも相談
できる環境にしなきゃ
ね。

早期に発見すること
で、治療や訓練なども
しっかりできるね。
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主な成果の目標

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・障害者について理解し、社会参加に関しての手助け、支

援を行います。

・障害者も可能な限り社会参加を行います。

　地域・団体・事業者

・障害者が参加できる地域活動の機会をつくります。

・障害者が安心して生活できる環境づくりを進めます。

・障害者の雇用拡大を図ります。

　行政

・ノーマライゼーションの理念の浸透に向けた広報・啓発

活動を行います。

・新たな事業体系に基づく障害福祉サービスを提供します。

・バリアフリー、ユニバーサルデザインのまちづくりを進

めます。

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛94人障害者ボランティア登録者
数

掛1.36％民間企業の障害者雇用率

障害者地域生活支援事業

障害福祉サービス事業

障害者自立支援給付

障害者福祉の充実

社会事業授産施設　小城市授産場

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働

身体上もしくは精神上の理由また
は世帯の事情により就業能力の限
られている要保護者および知的障
害者・身体障害者に対して、就労
または技能の修得のために必要な
機会および便宜を与えて、その自
立を助長することを目的としてい
ます。
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　 ６　社会保障の充実

施策の目的

　市民が健康で文化的な暮らしを営み、不安のない老後を送

ることができるよう、社会保障制度の適正な運用と市民の理

解の浸透に努めます。

現況と課題

胸国民健康保険
　国民健康保険制度は昭和１３年に制度が発足して以来約７０年

が経過し、医療保険の柱として、国民の健康と医療の確保に

重要な役割を果たしてきました。

　しかし、生産年齢人口の減少傾向とともに、退職者や高齢

者の加入率が上昇し、低所得者の割合も高まっています。

　また、高齢化の進行、疾病構造の変化、医療技術の進歩な

どにより、医療費の高額化や高齢者の医療費の増大が見ら

れ、国民健康保険財政の健全化と円滑な制度運営が課題と

なっています。

　国民健康保険制度についての正しい理解を求め、適正受診

による医療費の適正化、健康づくりへの取り組みなどを促進

し、国民健康保険制度の健全な運営を図り、質の高い医療の

効率的かつ安定的な供給が求められます。

胸国民年金
　国民年金制度は、老後だけでなく障害や死亡の場合の際

に、所得保障を行うなど、現役世代が高齢者世代を支えて、

国民生活の安定を図るものです。

　しかし、景気の低迷などにより保険料の納付率が低く、未

加入者も見受けられることから、加入促進に向けた啓発活動

の強化が求められます。

社会保障の充実

不安がない老後の生活
をおくるためにも社会
保障制度が大切なんだ
ね。

国民健康保険は、私た
ちの医療保険として大
切なものなんだね。

でも今はね、少子高齢
化などで運営が難しく
なっているんだよ。

だからこそ、医療費の
適正化や健康づくりへ
の取り組みが大事なの
よ。

国民年金制度は、国民
生活の安定を図るもの
として必要なんだね。

だけど、最近は保険料
を納める人が少なかっ
たり、未加入の人もい
るから、加入に向けた
啓発活動が必要よね。
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胸低所得者福祉
　平成１７年度（年度平均）の生活保護被保護世帯及び人員

は、９９世帯１３８人で、保護率３．０１‰であり、ここ数年、増加

傾向にあります。世帯類型別では、高齢世帯５１世帯、母子世

帯４世帯、傷病世帯１７世帯、障害世帯１３世帯、その他１４世帯

で、高齢世帯が半数以上を占めています。

　社会・経済の厳しい情勢が続いていることから、増加する

生活困窮者に対して速やかに面接相談を実施する必要があり

ます。

　また、関係部署・機関と連携を図り、健康で文化的な生活

ができるように、世帯の実態に即して支援する必要がありま

す。

施策の体系

基本事業

①国民健康保険事業の健全化
　保健事業の推進による被保険者の健康づくりの促進はも

とより、レセプト点検など医療費適正化対策、滞納者への

納税相談・指導など国民健康保険税収納率向上対策を積極

的に推進し、国民健康保険事業の健全化に努めます。

②国民年金制度の啓発
　広報紙やパンフレットの活用、年金相談等を通じ、国民

年金制度に関する市民の理解と認識を深めていくととも

に、社会保険事務所と連携し、未加入者の加入促進に努め

ます。

【施　策】 【基本事業】

社会保障の充実
①国民健康保険事業の健全化
②国民年金制度の啓発
③低所得者福祉の推進

社会保障の充実

健康保険証

全ての人が安心して生
活をおくることがで
き、自立と生活意欲を
高めるための支援が必
要だね。

国民健康保険の運営は、
みんなでよくなるよう
にしていく必要がある
ね。

社会保険事務所と協力
して、未加入者の加入
促進をしなくちゃ。
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社会保障の充実

③低所得者福祉の推進
　生活困窮世帯の経済的自立と生活意欲の向上を促すた

め、関係機関と連携し、実態を的確に把握しながら、相

談・指導をはじめ、各種制度資金や生活保護制度の活用な

ど、適切かつ効果的な支援を行います。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛509,261円国民健康保険被保険者の一
人当たりの医療費

掛3.01‰保護率（生活保護受給人員）

医療費適正化事業

国保ヘルスアップ事業

相談体制充実事業

必要な経済的援助と自立支援事業

生活が苦しい人には、
それぞれの状況にあっ
た効果的な支援を行わ
ないとね。

小城ふるさとまつりでの年金相談
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期待される協働のイメージ

　市民

・健康管理意識を高め、自主的な健康づくりを行います。

・年金に加入し保険料を支払います。

・早期に健康等阻害要因を回復し、就労して自立に努めま

す。

　地域・団体・事業者

・民生児童委員は、行政と連携して生活困窮世帯の自立を

支援します。

　行政

・国民健康保険事業の健全化に努めます。

・年金相談等により、制度の普及に努めます。

・生活困窮世帯への支援を行います。

社会保障の充実

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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子育て支援の充実

　 １　子育て支援の充実

施策の目的

　子どもが健やかに生まれ育つよう、関連部門、関連機関・

団体が一体となった多面的な子育て支援施策を強力に推進し

ます。

現況と課題

　全国的に少子化が進行しており、この問題は子どもの健や

かな成長への影響だけでなく、社会保障をはじめとして労働

力人口の減少や地域社会の活力の低下、市の経営など、社会・

経済全体に極めて深刻な影響を与えると懸念されています。

　このようなことから、「次世代育成支援対策推進法６４」の

制定に伴い、すべての子どもと子育て家庭を地域社会全体で

見守り、支援することにより、次代を担う子どもが健やかに

生まれ、かつ、育成される地域社会の形成を図るとともに、

命の大切さや子育ての喜びを知る次代の親を育てることを目

的とした「小城市次世代育成支援地域行動計画」を平成１７年

１０月に策定しました。

　今後は、福祉、保健、医療、教育、労働、住宅、都市計

画、生活環境等のあらゆる分野が連携して、安心して子ども

を生み育てやすい環境づくりを行うとともに本市で子どもを

生み育てたいと願う人を増やすよう、地域住民が相互に支え

合う子育て支援に取り組む必要があります。また、本市の保

育所は、公立５園定員５４０名・私立３園定員３００名の総計８４０

名の保育を実施していますが、社会環境の変化とともに入所

希望者は増加傾向にあります。

　今後も、多様化する保育ニーズに対応できる保育内容の充

実を図っていく必要があり、また、施設の老朽化や民営化な

ど将来の方向を検討する時期に来ています。

第４章　子どもの笑顔が輝き歴史と文化を誇れるまち

子どもが健やかに生ま
れ育つように、いろん
な子育て支援を行うの
ね。

僕たちのためには、ど
んなことがあるの？

小城市次世代育成支援
地域行動計画は、次代
を担う子どもたちが健
やかに生まれ、育って
いく地域社会づくりを
行っていくのよ。

それと、小城市で子ど
もを生み育てたいと、
たくさんの人が思って
くれるような、子育て
支援を進めていくんだ
よ。

６４【次世代育成支援対策
推進法】

次代の社会を担う子ども
が健やかに生まれ、かつ、育成さ
れる環境を整備する対策に関する
基本理念や関係者の責務等につい
て定めた法律。
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施策の体系

基本事業

①地域における子育て支援の充実
　子育て相互支援事業や放課後児童クラブの充実、保育士

の資質向上や多様な保育ニーズに即した保育サービスの充

実、幼保一元化や保育所のあり方についての早急な検討、

さらには未就学児童の医療費軽減等経済的支援の推進な

ど、地域における多様な子育て支援を一層充実します。

②子どもと母親の健康の確保・増進
　母性と乳幼児等の健康の確保・増進に向け、各種の健康

診査や相談・指導等を積極的に推進するとともに、小児医

療体制の充実に努めます。

③教育環境の整備
　次世代の親の育成に向けた施策の推進、生きる力を育て

る学校教育環境等の整備、家庭や地域の教育力の向上に向

けた学習機会の提供など、子どもの健やかな成長に資する

教育環境の整備を積極的に進めます。

④子育てを支援する生活環境の整備
　子育て家庭に配慮した住宅施策の推進や安全な道路交通

環境の整備など、安全・安心な子育てのための生活環境の

整備を進めます。

【施　策】 【基本事業】

子育て支援の
充実

①地域における子育て支援の充実
②子どもと母親の健康の確保・増進
③教育環境の整備
④子育てを支援する生活環境の整備
⑤職業生活と家庭生活との両立の支援
⑥子どもの安全確保
⑦要保護児童等への対応の推進

子育て支援の充実

保育サービスの充実や
経済的支援など、地域
に密着した子育て支援
が大切だね。

子どもと母親の健康診
査や相談などの積極的
な推進と、小児医療体
制も充実させるのね。

僕たちが、勉強しやす
い環境づくりをしてい
くんだね。

安全・安心な子育てが
できる生活環境づくり
も必要なんだね。
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子育て支援の充実

⑤職業生活と家庭生活との両立の支援
　働き方の見直しや仕事と子育ての両立、職場環境の整備

に関する広報・啓発活動、情報提供等を通じ、職業生活と

家庭生活との両立を支援します。

⑥子どもの安全確保
　子どもを交通事故や犯罪等の被害から守るための活動を

関連部門、関係機関・団体が一体となって推進し、子ども

の安全確保に努めます。

⑦要保護児童等への対応の推進
　小城市要保護児童対策地域協議会や児童虐待防止対策の

充実、ひとり親家庭等への支援施策の推進、障害児施策の

充実など、保護を必要とする子どもと家庭に対するきめ細

かな取り組みを関係機関と連携して推進します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛　　468
（Ｈ１６.１０ーＨ１７.９）人出生数

掛－％
子どもを安心して生み育て
ることができると感じてい
る市民割合

子育て相互支援事業

幼保一元化・民営化を含めた保育所の今後のあり方の検討

既存施設を活用した児童センター（児童館）の整備

放課後児童クラブの充実

特別保育事業（休日保育・一時保育等）の実施検討

仕事と家庭生活が両立
できるようにしていか
なきゃね。

みんなで子どもの安全
を考えてね。

虐待などを見逃さない
ように、相談や支援対
策にも取り組んでいこ
うね。

芦刈保健福祉センター「ひまわ
り」にコーディネーターを配置す
るなど、市内全域で安心して子育
てできる環境づくりの拡充を行っ
ています。
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期待される協働のイメージ

　市民

・保護者が愛情と責任を持って子育てを行います。

　地域・団体・事業者

・子どもと子育てを地域社会全体で見守り支援します。

・地域における子どもの事故防止、防犯等に努めます。

・従業員が育児休業を取得しやすい環境をつくります。

・出産や育児などで退職した女性が再就職しやすい環境を

つくります。

　行政

・保育所等児童施設の整備と運営を行います。

・子育て相互支援事業をはじめとする多様な子育て支援

サービスを充実します。

・母子の健康づくりと教育環境・生活環境の整備を進めま

す。

・児童虐待防止対策など要保護児童等への対応を進めます。

子育て支援の充実

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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幼児教育・学校教育の充実

　 ２　幼児教育・学校教育の充実

施策の目的

　子どもたちが、生きる力を育み、次代の本市を担う人材と

して成長していくことができるよう、本市ならではの特色あ

る教育活動を推進します。

現況と課題

胸幼児教育
　本市では、就学前教育の重要性を認識し、３つの市立幼稚

園に対して年１回の幼稚園訪問を実施し、園児たちの様子を

参観するとともに幼稚園教諭との情報交換を行い、幼稚園の

実態把握に努めています。また、定期的に園長会を開催し、

幼稚園の管理・運営に関する課題などを洗い出し、問題解決

の方策について意見交換を行っています。加えて、３つの市

立幼稚園が置かれている環境等のばらつきを早急に是正し、

公平性のあるサービスを市民に提供していくことが重要であ

るという認識で検討しています。

　就学に際しては、幼稚園・保育園・小学校の連絡協議会を

開催し、就学前児童に関する情報交換等を行い、小学校の受

入体制の整備や学級編成等に反映させています。

　少子化社会、男女共同参画社会の進展に伴う幼保一元化や

認定子ども園等による幼稚園・保育園機能の統合化、または

民営化の動きなどを踏まえ、保護者や教育関係者の意見を聴

取しながら、今後の幼稚園のあり方について検討していると

ころです。

胸学校教育
　学校教育分野においては、合併による教育環境の公平性の

確立が急務であり、様々な教育改革の取り組みが始まってい

ます。平成１４年度からスタートした学習指導要領の趣旨を生

かした教育課程の推進については、新市として統一した考え

方のもと、事業の調整を図っています。

　本市において重点的な教育施策としては、次のものがあり

ます。

小城市の特色を盛り込
んだ教育をしていくん
だね。

合併によって、教育環
境が変るの？

３つの市立幼稚園で同
じような教育ができる
環境づくりや、保育園・
小学校とも就学情報の
共有をしていくのね。

これからの少子化社会
へ向けて、今後の幼児
教育のあり方について
考えていかないとね。

公平な教育環境になる
ように、統一した教育
を行うから大丈夫よ。
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毅確かな学力の向上と基礎・基本の徹底

　本市全体の学力向上を目指し、平成１７年度から「学力向

上研究会」を立ち上げて小中連携を主軸とした取り組みを

行いました。その結果、県の学力状況調査においては、ほ

ぼすべての教科において県平均を大きく上回る成果をあげ

ることができました。今後も小・中学校共通した学習・生

活目標を掲げ、児童・生徒の意識を高め、教師の指導力を

発揮して、確かな学力の向上を実現していく必要がありま

す。

毅豊かな心を育む教育の推進

　平成１７年度では小城中学校区（小学校４校、中学校１

校、幼稚園１園）において「豊かな心を育む教育推進委員

会」を設置し、情操教育の課題の研究や派遣講師による命

の大切さなどの講演会を開催しました。平成１８年度では、

この事業を全市に広げて展開し、８小学校、４中学校、３

幼稚園で実践しています。

毅「生きる力」の育成

　各小・中学校の教育目標の中に「生きる力の育成」を掲

げ、その実現に向けて「総合的な学習の時間」を中心に取

り組みを行っています。中でも「オンリーワン事業」は、

小城市ならではのテーマで子どもたちの体験活動を実践し

ています。今後は、さらに各学校の実践を充実させていく

ことが重要です。

毅教育相談事業の取り組み

　現在は「小城市子ども相談室」での電話相談及び訪問相

談や県事業のスクールカウンセラー６５・スクールアドバイ

ザー６６の派遣が行われています。平成１８年度からは、県事

業で小学校２校へ「子どもと親の相談員」を配置、市単独

事業として各中学校に「心の教室相談員」を置き、いじめ

や不登校等の問題行動に対し早期発見、早期対応を目指し

て取り組んでいます。今後は、適応指導教室など不登校児

童・生徒のための居場所づくりや専門相談員の充実が求め

られます。

幼児教育・学校教育の充実

６５【スクールカウンセラー】
佐賀県が実施している事
業で、問題行動等を起こ

す児童生徒の心の悩みや対象者の
保護者や担当教師の悩みに対応し
た相談業務を行う。

６６【スクールアドバイザー】
佐賀県と市町により実施
している事業で、問題行

動等を起こす児童生徒の心の悩み
や対象者の保護者や担当教師の悩
みに対応した相談業務を行う。

小城市には、学力向上
研究会があって、僕た
ちの学力向上を考えて
くれているんだよ。

学力状況調査は、県の
平均を大きく上回る成
果があったのよ。

命の大切さなどが分か
るような、豊かな心を
持つ教育も行うのね。

子どもたちに体験活動
を行う「オンリーワン
事業」は、小城市なら
ではのものなんだね。
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毅特別支援教育の推進

　各学校に、特別に支援の必要な児童・生徒のために子ど

もサポーター（生活介助員）を配置し、発達障害児に係わ

る支援教育の推進を行っています。また、関係教職員等を

対象に、特別支援に係る専門知識の習得と意識啓発を目的

とした研修会を開催しています。今後も、個々に応じた支

援、指導を積極的に推進する必要があります。

毅登下校時の安全確保と安全教育

　学校施設内の安全確保はもとより、登下校中の安全につ

いても学校、家庭、地域が連携した取り組みが求められて

います。不審者への対処方法や危険箇所への対応等に関す

る児童・生徒への安全教育を徹底し、子ども自らが危険を

予測する目を養っていくための指導を強化していく必要が

あります。

毅人権教育

　各小・中学校では教職員、児童・生徒に対して、人権・

同和教育の推進及び啓発活動を行っています。本市でも、

毎年度当初に、管理職及び新赴任教職員を対象とした人

権・同和教育研修会を開催するほか、市人権・同和教育研

究会が実施する同和教育講座や研修会、交流会、児童・生

徒に対する人権・同和教育講演会の開催についての補助を

行っています。今後も、子どもたちや教職員の人権感覚を

磨き、差別のない社会づくりに貢献することが必要です。

毅情報教育

　学校における情報教育環境の整備を推進しています。児

童・生徒用のパソコン導入の充実を図る一方、教師用パソ

コン・教室用パソコン・校内ＬＡＮの整備については、各

学校で進捗状況を見比べながら、統一した環境の実現を目

指す必要があります。また、情報保護の観点から、運用管

理規程、セキュリティポリシー６７の制定を図ることが求め

られています。

一人ひとりに応じた支
援や教育も進めていく
のね。

学校の外でも、子ども
たちが安全でいられる
ようにみんなが気をつ
けていかないとね。

子どもたちが差別のな
い社会づくりができる
ように人権・同和教育
も行っているんだね。

情報化社会への対応力
や正しい情報の利用法
をパソコンを使い勉強
していくんだね。

６７【セキュリティポリシー】
情報の安全・保護に関す
る基本方針を定めたもの。
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毅国際理解教育と英語活動

　現在、各中学校に１人ずつのＡＬＴ（外国語指導助手）

が、配置されています。また、小学校は専属の外国人講師

や中学校のＡＬＴを活用しています。今後は、より質の高

い教育を推進していくために外国語教育専門会社に事業を

委託する方向で検討しています。また、小学校について

も、中学校と同様な対応を行い、質の高い人材の確保を図

る必要があります。

毅食育と学校給食

　生活環境の変化に伴い、食に対する価値観が多様化し、

不適切な食生活が原因で、生活習慣病の低年齢化が起こっ

ています。そうした状況から、学校給食をベースとした食

育の重要性が指摘されています。均衡の取れた栄養の摂取

による健康維持を目標として、各学校給食の充実を図るこ

とが必要です。

毅施設の環境整備

　本市が保有する学校施設は、３幼稚園、９小学校、４中

学校で、そのうち大規模な改修等が必要な建築後２０年以上

が経過した学校は全体の約７割を占めています。中でも、

３０年以上経過した学校が７施設あり、現在１校は完了し、

１校において改築が進められています。

　また、災害発生時の地域住民の緊急避難所でもある学校

は、平成１７年に実施した耐震診断で、耐震基準に満たない

ものもあります。

　このほか、少子化に伴う児童生徒数の減少による余裕教

室や流入人口の増加に伴う一部地区の児童生徒数の増加に

よる教室不足など効率的な管理運営の検討も必要です。

　今後、こうした問題への対応等年次計画を含め、施設整

備計画を策定する必要があります。

幼児教育・学校教育の充実

外国語も、より質の高
い教育を進めるため、
専門会社に事業を委託
する方向なんだね。

小城市は、学校給食を
ベースとした食育を進
めていくんだね。

災害発生時には、緊急
避難所でもある学校が
老朽化しているから、
新しくしていかないと
いけないんだね。
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施策の体系

基本事業

①幼児教育の充実
　基本的な生活習慣を身につけさせることを基本に、幼稚

園における教育内容・施設環境の一層の充実を図り、小学

校教育との円滑な接続に向けた取り組みを推進します。ま

た、幼保一元化の検討、通園方法等の統一など幼稚園のあ

り方について検討を早急に進め、保護者のニーズに合った

保育サービスを提供します。

②小・中学校教育内容の充実
　確かな学力の育成と向上を図るために、保・幼・小・中

の連携強化と各段階に応じた教育の基礎・基本の徹底に努

めます。同時に、本市の特性や人材等を生かしたオンリー

ワン教育をはじめ、ＡＬＴの活用等による国際理解教育、

環境問題や情報化、福祉等の社会変化に対応した教育、

キャリア教育、道徳教育・人権教育など豊かな心を育む教

育、食育など健康・体力を育む教育の充実など、生きる力

の育成を重視した特色ある教育活動を積極的に推進します。

　また、市内にある高等学校（小城高校・牛津高校）を貴

重な教育資源と位置づけ、市内の児童・生徒と高校の在校

【施　策】 【基本事業】

幼児教育・学校教育の
充実

①幼児教育の充実
②小・中学校教育内容の充実
③心の問題への対応
④特別支援教育の充実
⑤家庭や地域との連携強化、
　安全対策の推進
⑥学校給食施設の充実と食育
　の推進
⑦教職員の資質向上と独自採
　用制度の確立
⑧情報教育環境の整備
⑨学校施設の整備

幼児教育・学校教育の充実

幼児教育も小学校と連
携を取りながら、保護
者のニーズに合った保
育サービスをするんだ
ね。

小城市の特性や人材な
どを生かしたオンリー
ワン教育や食育など健
康・体力を育む教育の
充実などを積極的に進
めていくのね。
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生との交流により学習意欲の向上を図るなど、高等学校と

の連携強化を推進します。

③心の問題への対応
　学級崩壊や不登校、いじめなど問題行動を起こす児童・

生徒が抱える心の問題に対し、教職員の資質の向上はもと

より、「心のホットライン」をはじめとする相談・指導体

制の確立と拠点施設の整備に関する一層の充実を図ります。

④特別支援教育の充実
　関係機関との連携を強化し、特別支援教育体制の確立

や、支援コーディネーターをはじめとした教職員や子ども

サポーター等の資質を向上させ、一人ひとりの教育的ニー

ズに応じた適正な就学支援・指導を充実します。

⑤家庭や地域との連携強化、安全対策の推進
　学校・家庭・地域が一体となった総合的な子どもの安全

対策を促進するため、地域社会への学校施設の開放をはじ

め、児童・生徒や教職員と地域社会との交流促進に努める

など、より一層開かれた学校づくりに取り組みます。

⑥学校給食施設の充実と食育の推進
　自校方式の給食施設のあり方を見直し、これらを統合化

した新たな給食センターの建設及びその運営形態等の検討

を行い、安全で衛生的な調理施設の整備を推進します。同

時に、安全衛生管理の徹底と地産地消の視点に立った食育

の推進に取り組みます。

⑦教職員の資質向上と独自採用制度の確立
　適切な指導の推進や研修・研究活動の促進等を通じ、教

職員の資質の向上を促進します。また、本市独自に教職員

を採用する制度を確立し、新たな学校教育システムの構築

を目指します。

⑧情報教育環境の整備
　市内小中学校の校内ＬＡＮシステム、教職員パソコンの

整備など情報基盤を確立するとともに、ハード・ソフト両

幼児教育・学校教育の充実

心の問題については、
「心のホットライン」
などの相談・指導体制
を充実していくのね。

それぞれにあった就学
支援・指導を充実して
いくんだね。

学校・家庭・地域の交
流や開かれた学校づく
りに取り組んでいかな
くちゃね。

新しい給食センターの
建設や地産地消で食育
の推進をするんだね。

小城市独自の教職員を
採用する制度などで、
新たな学校教育システ
ムをつくっていくんだ
ね。



139

第
３
部　

基
本
計
画

面からのシステム統合を推進し、どの学校でもレベルの高

い情報教育が実践される環境を整備します。また、情報教

育に関する教職員の資質の向上やシステムの有効活用を図

るほか、セキュリティ対策を推進します。

⑨学校施設の整備
　老朽化への対応や耐震化、バリアフリー化、安全管理の

充実、特色ある教育活動の推進等に向け、施設整備計画の

もと、校舎や体育館をはじめとする学校施設・設備、教

材・教具等の計画的な整備を推進します。

主な成果の目標

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛

５年生＝79.95
６年生＝72.28
中１年＝65.6
中２年＝65.28

％
学習状況調査通過率
（教科平均）
（小５・６年 ４教科、中１・２年 ５教科）

掛0.3
（１１／３２００）％不登校発生率（小学校）

掛2.5
（４０／１６３０）％不登校発生率（中学校）

掛0.6
（３２／５３００）％支援児童生徒発生率

掛
野菜＝ 9.5
果物＝30.4％食材の地元調達率

（地産地消）

掛

小＝20.4
（３２００／１５７）

中＝ 9.0
（１６３０／１８１）

人パソコン普及台数
（1台当たり）

掛55.4％校舎・体育館の耐震化率

掛75.0％バリアフリー設備整備率

幼児教育・学校教育の充実

市内どの学校でもレベ
ルの高い情報教育がで
きる環境づくりとセ
キュリティ対策を進め
るんだね。

計画的に学校施設や設
備などを改善して、安
全な学校にしていくん
だね。
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主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・心豊かに、自ら学び、たくましく生きます。

　地域・団体・事業者

・家庭における基本的な生活習慣、しつけを身につけさせ

ます。

・地域において児童・生徒の健全育成を支援します。

・地域一体となって児童・生徒の安全対策を進めます。

　行政

・幼児教育・学校教育内容の充実を行います。

・確かな学力の向上と基礎・基本の徹底を行います。

・心の問題への対応を行います。

・特別支援教育を充実します。

・情報教育を推進します。

・国際理解教育、英語活動を推進します。

・学校給食体制の充実を行います。

・教職員の資質の向上を促進します。

・幼稚園、小・中学校の施設整備を行います。

就学前教育プログラム導入
小中一貫教育システム導入
学力向上対策事業
学校評価システム
教育相談事業（子ども相談室、適応指導教室）
特別支援教育マニュアル作成事業
児童・生徒の安全確保推進事業
食育推進事業
教職員評価・育成システム
学校統合ネットワークの構築事業
危険校舎改築事業
大規模改造事業（耐震補強）

幼児教育・学校教育の充実

三日月小学校

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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生涯学習の充実

　 ３　生涯学習の充実

施策の目的

　市民一人ひとりが自発的な課題意識による主体的な学習を

通して、自己実現を図るとともに、地域社会への誇りを持ち

ながら、積極的に地域社会づくりに参画することができる生

涯学習のまちづくりを進めます。

現況と課題

　生涯にわたって学び続け、自己実現を図りながら充実した

人生を送ることができる生涯学習社会の確立が求められてい

ます。

　本市では、市民の学習ニーズに応えるため、各地区単位に

設置されている生涯学習施設や公民館などにおいて、地域住

民を対象とした各種事業を展開しています。実施事業の対象

者は、各公民館ともに子どもから高齢者まで多岐にわたって

おり、実施方法として、職員が自ら指導者として実施してい

るもの、専門的な講師を招いて実施しているもの、ボラン

ティアのサポートを受けて実施しているもの、他の団体に委

託しているものなど、様々です。

　しかし、社会・経済情勢が急速に変化する中で、市民の学

習ニーズはますます多様化、高度化してきており、これらへ

の対応が課題となっているほか、一方では、市民一人ひとり

が自発的意志に基づいて学習活動を行い、その成果が適切に

評価され、地域社会の発展に生かされる、まちづくりの一環

としての学習環境づくりが求められています。

　このため、全市的な生涯学習推進体制の整備をはじめ、関

連施設の整備充実、各施設の利用料金・利用方法についての

統一化、公民館等の運営方法の確立とともに、市民の学習

ニーズを常に把握しながら、多彩で体系的な生涯学習プログ

ラムの整備と提供を図り、総合的な生涯学習環境づくりを進

めていく必要があります。また、地域社会を活性化するため

に社会教育関係団体の充実を図る必要があり、団体との連携

により、広く市民に協働を推進し、よりよいまちづくりを目

指していくことが必要です。さらに、人権尊重のまちづくり

充実した人生と自己実
現を図り、積極的に地
域社会づくりに参加で
きる生涯学習のまちづ
くりを進めるんだね。

時代が変化する中で、
学習ニーズもさらに多
く、専門的になってい
るんだよ。

生涯学習は、子どもか
ら高齢者の方まで幅広
いんだね。

まちづくりの一環とし
ての総合的な学習環境
づくりが必要とされて
いるんだね。

生涯学習を通じて、協
働の取り組みが推進さ
れ、よりよいまちに
なっていくんだね。
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のため、社会人権・同和教育啓発の研究と実践を着実に推進

していく必要があります。

施策の体系

基本事業

①生涯学習推進体制の充実
　本市ならではの生涯学習を企画・推進するため、推進組

織の設置や計画の策定など、全市的な生涯学習推進体制を

充実します。

②生涯学習関連施設の整備充実・機能強化
　拠点である各地区の公民館をはじめ、生涯学習関連施設

の整備充実・機能強化に努めます。

　また、市民の教育と文化の発展のため、図書館の機能と

運営体制を充実するとともに、学校図書館との連携を推進

します。

③指導者の登録・派遣体制の充実
　様々な分野における指導者やボランティアの発掘・育成

を図るとともに、登録・派遣体制を充実し、その有効活用

を積極的に推進します。

【施　策】 【基本事業】

生涯学習の充実

①生涯学習推進体制の充実
②生涯学習関連施設の整備充実・機能
　強化
③指導者の登録・派遣体制の充実
④特色ある計画的な学習プログラムの
　整備と提供
⑤社会教育関係団体との連携
⑥社会人権・同和教育啓発の研究と実践

生涯学習の充実

生涯学習は、みんなが
参加できるようにして
いかないとね。

生涯学習の施設も充実
させないとね。それに
図書館との連携も大切
だね。

私たち市民が指導者や
ボランティアなど、活
躍できるような体制づ
くりも必要になるね。
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生涯学習の充実

④特色ある計画的な学習プログラムの整備と提供
　本市の地域特性である自然環境・景観を生かした独自の

自然体験学習をはじめ、各世代のニーズに合った特色ある

計画的な学習プログラムの整備と提供を行います。

⑤社会教育関係団体との連携
　地域の活性化を図るため、地域社会を担う社会教育関係

団体との緊密な連携体制を構築します。

⑥社会人権・同和教育啓発の研究と実践
　すべての市民が、同和問題をはじめ、様々な人権問題を

自らの課題として学び、差別解消に取り組むことができる

よう多様な学習機会を提供し、真に差別のない明るいまち

づくりを目指します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛164団体生涯学習団体登録件数

掛三日月館　 16
冊図書館での一人当たり

の図書貸出数
掛小城館　 13

掛

三日月館　11万

冊図書館蔵書数
小城館　 11万

牛津分室　 1万

芦刈分室　 8千

社会教育関係団体への支援・連携・強化

小城市社会人権・同和教育啓発事業

図書館車事業

各世代のニーズに合っ
た特色ある計画的な学
習プログラムの整備が
必要だね。

地域社会を担う社会教
育関係との連携も大事
だね。

いろんな学習機会をつ
くって、本当に差別の
ない明るいまちづくり
を目指していこうね。

小城市図書館（三日月館）
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期待される協働のイメージ

　市民

・学びを通じて自己実現を目指し、その学んだ成果をまち

づくりに生かします。

　地域・団体・事業者

・学び合う仲間づくりを図ります。

・地域の課題解決に取り組みます。

　行政

・公民館や図書館等の整備充実・機能強化を行います。

・指導者の育成と登録・派遣体制の整備を行います。

・特色ある学習プログラムの整備・提供を行います。

生涯学習の充実

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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青少年の健全育成

　 ４　青少年の健全育成

施策の目的

　次代を担う青少年が健全に育成されるよう、市一体となっ

た健全育成活動を展開します。

現況と課題

　本市には青少年育成を推進する組織として、小城市青少年

育成市民会議があります。本市のこれからを担う青少年を、

地域ぐるみで育むために、市民一人ひとりの力を結集しなく

てはなりません。

　現代の青少年は、自然体験、社会体験の不足が指摘されて

います。そこで、生涯学習の拠点である各公民館では、地域

の特性を生かした事業の充実や地域・家庭・学校などの関係

機関と連携し、地域で青少年を育てる環境の醸成を目指して

います。

　育成会は、７つに分かれています。それぞれが地域性を踏

まえ独自の事業を進めていき、土曜教室などの充実で子ども

の体験活動を支える必要があります。

　また、小学生を対象に行う事業の補佐役として、中学生等

の地域ボランティア事業への参加の促進も必要です。

　さらに、技術や風土の伝承を図っていくために、事業の講

師や指導者を地域住民が担えるような仕組みを確立していか

なければなりません。

施策の体系

【施　策】 【基本事業】

青少年の健全育成

①家庭の教育機能の向上
②青少年健全育成体制と活動の充実
③健全な社会環境づくり
④青少年の体験・交流活動等への参
　画促進
⑤青少年団体、指導者の育成

小城市全体で健全育成
活動を展開するのね。

青少年育成は、市民一
人ひとりの力を結集す
ることがとっても必要
なんだね。

地域で青少年を育てる
環境づくりや体験活動
の支援も大切ね。

中学生などが地域ボラ
ンティアへ積極的に参
加できるようなことも
考えないとね。
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基本事業

①家庭の教育機能の向上
　青少年の健全育成のための家庭教育に関する講座や教室

の開催をはじめ、広報・啓発活動や情報提供等を通じ、家

庭における教育機能の向上を促進します。

②青少年健全育成体制と活動の充実
　青少年育成市民会議の一層の充実・活用を図るととも

に、これを中心に各校区の青少年育成会など関係機関・団

体が一体となった青少年健全育成のネットワークを形成

し、活動を強化します。

③健全な社会環境づくり
　有害環境の浄化や非行の防止等を図るため、関係機関・

団体を中心とした活動を促進します。

④青少年の体験・交流活動等への参画促進
　青少年の体験・交流活動やボランティア活動、地域活

動、文化・スポーツ活動への参画機会の充実を図るととも

に、青少年の居場所づくりを地域と一体となって進めます。

⑤青少年団体、指導者の育成
　各種青少年団体及び育成団体の活動をより一層支援して

いくとともに、指導者養成講座の開催等を通じて青少年健

全育成のリーダーを育成します。

主な成果の目標

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛52回体験活動開催回数

青少年の健全育成

まずは、家庭での教育
を向上していかないと
いけないわね。

青少年健全育成のネッ
トワークもつくって充
実しなくっちゃ。

好ましくないものを、
まちからなくしていけ
ば、きっといい環境に
なるよね。

交流活動やボランティ
ア活動など、青少年の
居場所づくりを地域と
一体となって進めま
しょう。

青少年健全育成のリー
ダーを育成して、活動
をより一層活発なもの
にしたいわね。
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青少年の健全育成

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・家庭でのしつけを大切にし、家族の交流を一層進めます。

・家庭教育に関する講座や教室に参加します。

　地域・団体・事業者

・有害環境浄化活動、非行防止活動を行います。

・地域活動への参画を促します。

・自主的な団体活動を行います。

　行政

・青少年健全育成のネットワークづくりを行います。

・家庭教育に関する講座や教室を開催します。

・体験・交流活動の機会を提供します。

・青少年団体、指導者の育成を行います。

移動１１０番防犯パトロール

青少年育成市民会議支援・連携

家庭教育支援事業

有害環境浄化活動、非行防止活動強化

青少年の居場所づくり支援事業

徒歩と「青パト」による夏休みの
補導活動

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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施策の目的

　文化活動が活発な地域性を生かし、市民主体の芸術・文化

活動の一層の活発化を促進するとともに、貴重な文化財の保

存とまちづくりへの活用を進めます。

現況と課題

　日々の暮らしで大きく変化していくライフスタイルや社

会・経済情勢の中で、物の豊かさに加え心の豊かさが求めら

れる傾向にあります。このような中で市民が芸術・文化にふ

れ、活動することができる環境整備が求められています。

　本市には、文化連盟を中心とする芸術・文化団体が数多く

あり、幅広い分野にわたる芸術・文化活動が活発に行われて

います。

　こうした芸術・文化活動は、個性と魅力あるまちづくり

や、市民の一体感の醸成に欠かせない重要な要素であること

から、今後とも、芸術・文化団体や指導者の育成をはじめ、

市民主体の芸術・文化活動の活性化を促す環境づくりを積極

的に進めていく必要があります。

　本市は、北は天山から南は有明海まで、各地の地域色が豊

かで、原始・古代から近代の歴史・文化・産業・生活を物語

る数多くの遺跡や史跡、建造物など多くの文化財を有してい

ます。その中には小城の基礎を作った千葉氏や城下町として

栄えた鍋島氏の文化遺産も多く残されており、郷土色豊かな

浮立やにわかなどの伝統芸能も各地区によって伝えられてい

ます。

　また、市内からは書聖中林梧竹をはじめ、洋画家の北島浅

一・村岡平蔵などの芸術家や石工の平川与四右衛門、高田保

馬などの文化人、松田正久・富岡敬明などの政治家を輩出し

ています。中林梧竹については中林梧竹記念館を開設し、梧

竹の作品や遺品を収集・展示し、その業績を紹介しています。

　しかし、文化財によっては修理・整備がなされていないも

のがあり、早急な改善が必要です。また、あわせて有効な活

　 ５　芸術・文化の振興と
文化財の保存・活用

芸術・文化の振興と文化財の保存・活用

芸術・文化活動の活発
化と貴重な文化財を活
用したまちづくりを進
めるんだね。

豊かで魅力あるまちづ
くりには、みんなが芸
術・文化にふれあうこ
とができる環境づくり
が必要なんだね。

小城市は、いろいろな
分野で芸術・文化活動
が活発に行われている
んだよ。

たくさんの遺跡や史跡
が小城市にはあって、
郷土色豊かな浮立や、
にわかなどの伝統芸能
もあるんだって。

なかには、まだ修理・
整備ができていない文
化財もあるから早く対
策を進めないとね。
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芸術・文化の振興と文化財の保存・活用

用法を講じることも今後の課題となっています。

　市民に対しては文化財の内容や所在地などを広報などで知

らせることが必要であり、保存、活用についても市民団体と

の連携が重要になっています。

　さらに、合併に伴う対象範囲の拡大や収蔵資料の増加によ

り、現在の歴史資料館や梧竹記念館では展示室・収蔵庫が不

足しているのが現状です。

　これら本市ならではの文化遺産や伝統行事は、郷土に対す

る理解と関心を高めるとともに、本市の歴史や伝統文化を内

外に発信するうえで大きな役割を担っていることから、今後

とも、適切な調査や保存、まちづくりへの活用を積極的に進

め、より多くの人々が本市の歴史や伝統文化などにふれあえ

る機会を増やしていく必要があります。

　また、書聖中林梧竹を生んだ小城市として、書に対する市

民の関心と書に親しむ機会を増やす必要があります。

施策の体系

基本事業

①芸術・文化団体、指導者の育成
　文化連盟をはじめ各種芸術・文化団体の育成・支援に努

めるとともに、指導者やボランティアの育成・確保、各地

区間の文化交流の促進に努め、市民の自主的な芸術・文化

活動の一層の活性化を促進します。

【施　策】 【基本事業】

芸術・文化の振興と
文化財の保存・活用

①芸術・文化団体、指導者の育成
②多様な芸術・文化の鑑賞機会、
　発表機会の充実
③文化財の保存・活用
④書にふれる機会の充実

そうだね、今は展示室
や収蔵庫が不足してい
るんだよ。

合併で、まちが大きく
なって保存資料も増え
るけど、大丈夫かな？

それと、より多くの人
が歴史や伝統文化など
にふれあえる機会を増
やして、まちづくりへ
の活用を積極的に進め
ないとね。

自主的な芸術・文化活
動を活性化させて、指
導者やボランティアの
育成もしないとね。
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②多様な芸術・文化の鑑賞機会、発表機会の充実
　文化祭をはじめ、魅力ある文化行事の企画・開催を市民

との協働のもとに進め、多様な芸術・文化を鑑賞する機会

と活動成果を発表する機会を充実します。

③文化財の保存・活用
　指定文化財の適切な保護、その他の文化財の調査及び指

定、整備を進めるとともに、観光との連携という視点に立

ち、市内全域を屋根のない博物館として位置づけ、散策

コースや説明板の整備など文化財の一体的な整備・活用を

図る「屋根のない博物館事業」を推進します。

　浮立やにわかなどの無形文化財や伝統芸能についても、

講座の開催や保存団体の育成等を通じて積極的にその保

存・伝承に努めます。

　また、歴史資料館及び中林梧竹記念館の整備充実・機能

強化を図り、市内外の多くの人々が本市の歴史・文化にふ

れあえる環境づくりに努めます。

④書にふれる機会の充実
　明治の三筆といわれる書家、中林梧竹を輩出した小城市

として、梧竹の顕彰と同時に市民の書にふれる機会を充実

します。

　このため、梧竹記念館における展示・特別展などを開催

し、中林梧竹翁顕彰会の協力を得ながら梧竹翁顕彰席書会

などを開催します。

主な成果の目標

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛－％市主催の芸術・文化活動に
満足している市民割合

掛8,650人資料館・記念館入館者数

芸術・文化の振興と文化財の保存・活用

芸術・文化を鑑賞する
機会と活動成果を発表
する機会をもっと増や
していかないとね。

散策コースや説明板を
整備するなど「屋根の
ない博物館事業」を進
めていこうよ。

市内外の多くの人に小
城市の歴史・文化を
知ってもらえるように
しないとね。

中林梧竹翁顕彰会と協
力して梧竹翁顕彰席書
会が行われるんだね。
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主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・芸術・文化に興味を持ち、主体的に芸術・文化活動を行

います。

・文化財を大切にし、保存・伝承活動に参加します。

　地域・団体・事業者

・地域における芸術・文化活動の振興、地域間の文化交流

に努めます。

　行政

・芸術・文化団体や指導者の育成・支援を行います。

・芸術・文化の鑑賞・発表機会を提供します。

・文化財の保存・活用を行います。

・資料館・記念館の整備充実・機能強化を行います。

文化財の調査研究・保護・活用

古文書講座・歴史講座の開催

佐賀大学との交流事業（展示会・講演会）の開催

中林梧竹作品展の開催

梧竹作品・歴史資料等の収集

屋根のない博物館事業の展開

郷土芸能、芸術、文化活動の振興

芸術・文化の振興と文化財の保存・活用

史跡 土生遺跡公園

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ６　国際化・交流活動の推進

施策の目的

　国際化時代、交流時代に対応し、国際化及び国際交流活

動、地域間交流活動を展開します。

現況と課題

　国際化、ボーダレス６８化の進展に伴い、市民の国際交流活

動も広がりを見せています。こうした活動を一層促進し、文

化や国籍の違いを越えて互いを理解し合い、助け合う国際性

に富んだ地域社会を形成していくことが求められています。

あわせて、在住外国人への情報提供や市政への参加機会の充

実を図るなど、外国人に暮らしやすいまちづくりを進めるこ

とが必要です。

　本市は、合併前の小城町が鹿児島県知覧町、三日月町が兵

庫県佐用町（旧三日月町）と姉妹都市の提携を結んでいまし

た。それぞれ、教育・文化・産業・スポーツの各分野で様々

な交流が重ねられ、今でも心の絆は強く結ばれています。

　市民・行政双方の様々な分野での交流がさらに活発に行わ

れるよう、姉妹都市交流を積極的に進めていくことが必要で

す。

　また、市民が主体的に姉妹都市交流を進めていくことがで

きるよう、姉妹都市に関する情報の提供や環境の整備に努め

ることが必要です。

　さらに、市民の通勤・通学、消費・文化活動等の日常生活

圏は、市域の枠を越えて広がっています。本市を訪れる市外

の人々も増えています。

　市外との交流は本市の魅力と課題を再発見する機会にもな

ります。市民団体や事業者等の協力を得て、幅広い地域間交

流活動を促進していくことが求められています。

国際化・交流活動の推進

これからの時代は、国
際交流活動や地域間交
流活動が大切だよ。

外国人にも暮らしやす
いまちづくりを進めて
いくのね。

姉妹都市交流は、市民
や行政のいろんな分野
での交流ができるから
積極的に進めたいね。

他のまちの人とも仲良
くなりたいね。

６８【ボーダレス】
境界がないこと。国境が
ないこと。
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国際化・交流活動の推進

施策の体系

基本事業

①国際交流推進体制の整備
　今後の本市の国際交流を企画・調整する組織の設置や、

交流活動の中心となる国際交流団体の育成、県内関連団体

との連携強化など、市民主導の国際交流活動の展開に向け

た体制整備を図ります。

②多様な国際交流活動の促進
　子どもの国際交流活動の推進や、市民と市内及び近隣自

治体の在住外国人との交流機会の提供等を通じ、異文化理

解を深め市民主体の多様な国際交流活動を促進するととも

に、様々な分野で外国人にやさしい開かれたまちづくりに

努めます。

③地域間交流活動の促進
　様々な分野において交流活動を促進するとともに、姉妹

都市交流の充実を進めます。

主な成果の目標

【施　策】 【基本事業】

国際化・交流活動の
推進

①国際交流推進体制の整備
②多様な国際交流活動の促進
③地域間交流活動の促進

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛－人国際交流団体の会員数

掛46人友好姉妹都市交流実績

私たちが国際交流活動
を活発にしていきま
しょう。

He
llo
!

Hi
!!

外国人にもやさしい開
かれたまちづくりを進
めようね。

姉妹都市交流を進め
て、いろんな人とお話
がしたいね。
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主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・国際交流団体に参加します。

・自主的な国際交流活動・地域間交流活動を行います。

　地域・団体・事業者

・国際交流活動・国際協力を行います。

・地域間交流活動を行います。

　行政

・国際交流の体制の整備や機会の提供を行います。

・地域間交流の機会の提供を行います。

国際交流協会との連携

地域活動への外国人の参加促進

友好姉妹都市交流の充実

国際化・交流活動の推進

産業まつりにおいて、友好姉妹都
市である鹿児島県知覧町の郷土芸
能「横峯棒踊り」が披露されまし
た。

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 １　農林業の振興

施策の目的

　新たな時代の魅力ある農業・農村の実現と農林業の持つ多

面的な機能の保全・活用に向け、生産者、関係機関・団体、

行政が一体となって、情勢の変化を的確に踏まえた農林業の

振興施策を推進します。

現況と課題

胸農業
　本市の農業は、佐賀平野に広がる肥沃な農地を活用して、

豊かな生産を育み、基幹的産業としてこれまで発展してきま

した。

　経営耕地面積は３，６７５ｈａ（２０００年農林業センサス）となっ

ており、その内訳は田３，１９６ｈａ、畑６２ｈａ、果樹園４１７ｈａで、

１農家当たりの平均耕作面積は、１．５ｈａとなっています。

　近年は、農産物の輸入自由化などの厳しい環境から、農産

物需給の不均衡、価格低迷、さらには農業従事者の高齢化や

担い手・後継者の不足、労働力の低下が危惧されています。

また、スプロール的に広がる住宅建設は、周囲の営農環境を

悪化させ、営農意欲を減退させています。さらに、中山間地

では、耕作放棄地・荒廃園の増加も懸念されています。

　これらの現状から、農用地利用集積事業による担い手への

農地の集積を通した経営規模の拡大や集落営農組織の育成、

高収益作物の導入、優良農地の確保・保全、耕作放棄地の解

消、さらには環境保全型農業や地産地消、都市住民と農村と

の交流の促進等に努め、高収入・高人材の活力ある農業と農

村の活性化を展開していく必要があります。

胸林業
　本市における森林面積は２，２７２ｈａで総面積の２４％を占めて

おり、その内訳は民有林が１，７３９ｈａ、国有林が５３３ｈａで民有

農林業の振興

第５章　交流と連携による質の高い元気産業のまち

これからは、時代の変
化を的確に掴んだ農林
業を考えていかないと
ね。

今はね、農産物の輸入
自由化や価格低迷、後
継者不足などいろいろ
な問題があるんだよ。
だから、環境保全も大
切にした経営規模の拡
大や地産地消、都市住
民と農村との交流を活
性化していかないとい
けないんだよ。

小城市の基幹的産業と
もいえる農林業はどう
なるのかしら？

今の農業は、どうなっ
てるの？
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林は森林面積の７７％を占めていますが、森林所有者はほとん

どが農業者であり、稲作や果樹との小規模複合経営を営み零

細な規模です。

　近年の木材需用の停滞や、輸入木材の増加などによる価格

の低迷によって林業を取り巻く環境は厳しく、兼業化、高齢

化が進行する中で、就業者は年々減少しています。

　こうした厳しい環境のもとで林業の振興を図るため、造林

事業の推進と適切な保育管理により森林資源の造成を図り、

林道及び作業道の整備を図るなど林業基盤を整備するととも

に、森林組合等による事業実施体制の整備や関連諸施策の活

用を図る必要があります。

施策の体系

基本事業

①農業生産基盤の充実
　農業振興地域整備計画に基づいて、整備された優良農地

の確保・保全に努めるとともに、農地パトロール等により

遊休農地６９、耕作放棄地の発生防止に努めます。

　また、関係機関との連携のもと、農道や用排水施設の整

備等を進めるとともに、農地・水・環境の保全と質の向上

に向けた地域共同活動等を促進し、農業生産基盤を一層充

実します。

【施　策】 【基本事業】

農林業の振興

①農業生産基盤の充実
②担い手等の育成・確保
③生産性の向上、ブランド化の促進
④環境保全型農業の促進
⑤地産地消の促進
⑥都市住民と農村との交流の促進
⑦森林生産基盤の充実
⑧計画的な森林整備の促進
⑨森林の保全・育成と総合的利用

農林業の振興

輸入木材の増加や高齢
化が進行する中で、働
く人は減ってきている
のよ。だから、造林事
業の推進や森林資源の
造成、事業実施体制を
整えていかないとね。

今の林業はどうなって
いるのかな？

６９【遊休農地】
もともとは耕作されてい
たが、過去１年間以上作

付けされていない農地のこと。
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農林業の振興

②担い手等の育成・確保
　農地の利用集積や農作業受委託の促進、経営指導の強化

等を通じ、企業的経営感覚を持つ認定農業者７０及び集落営

農組織を育成し、確保するとともに、相談業務の充実など

後継者や新規就農者への支援、高齢者の経験の活用等を推

進します。

③生産性の向上、ブランド化の促進
　関係機関・団体との連携のもと、指導・支援体制、研究

開発体制を強化し、合理的な作付体系や効率的な生産技術

の導入、機械施設の導入、加工施設等関連施設の整備・活

用等を促進し、米麦をはじめ野菜、果樹、花き、畜産等各

作目の生産性の向上や高品質化、消費者のニーズに合った

新たな特産品の開発を積極的に促進します。

④環境保全型農業の促進
　廃プラスチック類や家畜排泄物の適正処理・リサイクル

や、減農薬・減化学肥料栽培の促進、これを進めるエコ

ファーマー７１の育成等を通じ、食の安全・安心と環境に配

慮した環境保全型農業を積極的に促進します。

⑤地産地消の促進
　新たな直売所の設置など産直体制の充実を重点的に進め

るとともに、学校給食や市の施設での消費の拡大、食育の

展開、ＰＲ活動の強化等を図り、地産地消を促進します。

⑥都市住民と農村との交流の促進
　生産者と消費者や生産地と消費地との交流、観光との連

携といった視点に立ち、高齢者等の経験を生かして農業・

農村体験の展開やオーナー制農業の充実を進め、都市住民

と農村との交流を促進します。

⑦森林生産基盤の充実
　森林施業７２の効率化、森林の持つ多面的機能の高度発揮

に向け、林道及び作業道の整備を推進します。

ブランド化ってなあ
に？

他の所にはない小城市
だけにしかないような
信頼されるものをつく
ることよ。

都会の人にも農業体験
や、つくっている所を
見てもらいたいな。

そうだね、都会の人た
ちとの交流を通して小
城市のよさを伝えな
きゃね。

７１【エコファーマー】
持続性の高い農業生産方
式の導入の促進に関する

法律に基づき、都道府県知事が認
定した農業者の愛称。

７２【森林施業】
事業を経営管理し処理す
ること。特に林業経営に

ついていう。

７０【認定農業者】
農業の担い手として市町
村が認定した農業者。税

制や融資の面で特典が与えられる。
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⑧計画的な森林整備の促進
　森林組合を中心とした合理的な体制整備を行うととも

に、計画的な造林・保育等の森林施業を森林所有者の合意

形成を図りながら促進します。

⑨森林の保全・育成と総合的利用
　森林の持つ多面的機能の持続的発揮に向け、市民及び関

係者の意識の高揚を図りながら、森林の保全・育成を図る

とともに、環境教育やレクリエーションの場として活用

し、森林空間の総合的利用に努めます。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛73ha遊休農地等面積

掛258人認定農業者数

掛4人新規就農者数

掛31ha造林事業実施面積

担い手等の育成事業

新規就農者への支援事業

ブランド品開発の協議・検討

農産物直売所設置の検討

農業・農村シニア能力活用促進事業

農業・農村ふれあい運動

造林事業

森林整備地域活動支援事業

環境整備事業

農業用施設機能管理事業

土地改良施設維持管理適正化事業

農林業の振興

どうやって林業を盛ん
にしていったらいいの
かな？

森林施業を計画的に
行って森林の保全・育
成や環境教育やレクリ
エーションの場として
も活用しなくちゃね。

佐賀平野で育まれた米

豊かな森林
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期待される協働のイメージ

　市民

・質が高く安全な農産物を生産します。

・専業農家は規模の拡大を図り、兼業農家は専業農家に農

地を積極的に貸し付けます。

・環境保全型農業を進めます。

・地元の農産物の消費に努めます。

・農業・農村体験やオーナー制農業を展開します。

・森林の適正管理を行います。

・森林の保全・育成に努めます。

　地域・団体・事業者

・農業協同組合は、農業振興に関する多面的な活動を行い

ます。

・森林組合は森林管理の代行等を行います。

　行政

・農業生産基盤の充実を図ります。

・担い手の育成と後継者・新規就農者への支援を行います。

・生産性向上、高品質化、特産品開発に向けた指導・支援

を行います。

・地産地消の仕組みづくりを進めます。

・林道等の整備を行います。

農林業の振興

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ２　水産業の振興

施策の目的

　活力と持続性のある水産業の実現に向け、漁業者、関係機

関・団体、行政が一体となって周年操業体制の確立を基本に

した水産業振興施策を推進します。

現況と課題

　本市の海域は、六角川からの流入により好漁場を形成して

おり、その中で海苔の養殖業や採貝等の漁船漁業を中心に営

まれています。

　しかし、地域の過疎化の進行により漁業就業者の減少や高

齢化、後継者不足、さらには様々な要因による有明海沿岸漁

場環境の悪化等の問題もあります。

　主幹漁業である海苔養殖が、全国的な生産過剰傾向や需要

構造の変化から価格が低迷する一方、病害等による品質低下

や設備投資による経営負担の増大などの課題も抱えているこ

とから、新技術の導入等により良質の海苔生産に努めるとと

もに、協業化の推進により収益性の改善や労働負担の軽減を

図っていく必要があります。

　また、漁業は自然環境に大きく依存する産業であり、有明

海の漁業環境保全意識の啓発と地域活動に取り組む必要があ

ります。

　さらに、周年を通じて安定した経営活動が求められてお

り、周年操業の確立のための対策強化を図る必要があります。

　加えて、近年の海洋性レクリエーションなどの余暇活動へ

の意識の高まりを踏まえ、有明海の豊かな自然、個性ある文

化などの資源を生かし、都市住民との交流の場の創出を推進

するとともに、担い手の育成・確保による漁村地域の活性化

を図る必要があります。

水産業の振興

豊かな有明海で営まれ
る水産業は周年操業体
制の確立を基本として
いくのよ。

水産業は、どうしたら
よくなるの？

今の水産業はどうなっ
ているのかな？

海苔の養殖業や採貝な
どの漁船漁業が中心な
んだけど、働く人の減
少や高齢化さらには漁
場環境の悪化などの問
題があるんだよ。

水産業は自然環境に大
きく依存する産業だか
ら海の環境保全に取り
組んでいかなくてはい
けないのよ。

同時に、安定した経営
活動や有明海の豊かな
自然、個性ある文化な
どの資源を生かした地
域の活性化も進めない
とね。
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水産業の振興

施策の体系

基本事業

①漁業生産基盤の充実
　漁業生産の基盤となる漁港や漁業関連施設の整備充実を

進めるとともに、市民の漁業環境保全意識の高揚を図りな

がら、海岸・海域の環境保全への取り組みを推進します。

②担い手等の育成・確保
　経営指導の強化等を通じ、企業的経営感覚を持つ担い手

の育成を図るとともに、相談業務の充実など後継者や新規

就業者への支援を推進します。

③生産性の向上、経営の安定化
　関係機関・団体との連携のもと、指導・支援体制の整備

を図り、海苔の養殖業と採貝等の漁船漁業を組み合わせた

周年操業体制の確立を基本に、海苔の養殖業においては、

新技術の導入による良質の海苔生産、収益性の改善や労働

負担の軽減に向けた協業化を促進するほか、採貝等の漁船

漁業については、種苗生産技術、放流技術の開発等による

資源の拡大を促進し、生産性の向上、経営の安定化を促し

ます。

④地産地消の促進
　新たな直売所の設置など産直体制の充実を重点的に進め

るとともに、学校給食や市の施設での消費の拡大、食育の

展開、ＰＲ活動の強化等を図り、地産地消を促進します。

【施　策】 【基本事業】

水産業の振興

①漁業生産基盤の充実
②担い手等の育成・確保
③生産性の向上、経営の安定化
④地産地消の促進
⑤都市住民と漁村との交流の促進

まずは、生産の基盤と
なる漁港や漁業関連施
設の整備充実を進めな
くちゃ。

それに、担い手の育成
と後継者や新規就業者
の人たちの支援もね。

新技術の導入による良
質の海苔生産や種苗生
産技術、放流技術の開
発などで生産性を向上
させ、経営の安定化を
進めないとね。

私たちも、地元で採れ
たものを食べるように
心がけるわ。
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⑤都市住民と漁村との交流の促進
　生産者と消費者との交流、観光との連携といった視点に

立ち、漁業・漁村体験や観光遊漁船を利用したリバー＆

シーツーリズム７３を推進します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・海岸・海域の環境保全に努めます。

・質が高く安全な水産物を生産します。

・地元の水産物の消費に努めます。

・漁業・漁村体験等を展開します。

　地域・団体・事業者

・漁業協同組合は、水産業振興に関する多面的な活動を行

います。

　行政

・漁業生産基盤の充実を図ります。

・担い手の育成と後継者・新規就業者への支援を行います。

・生産性向上、経営安定化に向けた指導・支援を行います。

・地産地消の仕組みづくりを進めます。

海苔協業化事業の推進、漁業関連施設の整備充実
一般住民参加による海岸清掃活動
新規就業者及び新規後継者の確保
も貝等の種苗、量産・放流による資源拡大の推進
地域水産物の消費拡大、ブランド化の推進、保全意識の高揚の啓発

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛
 5,503
（平成１６年）

ｔ漁業生産量

水産業の振興

海苔の種付け作業

７３【リバー＆シーツーリズム】
「グリーンツーリズム」
（緑豊かな農村地域にお

ける滞在型の余暇活動）に対し、
川や海という小城市の特性を生か
して観光及び水産業の振興に取り
組むというもの。

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ３　商工業の振興と新産業の育成

施策の目的

　人々が集う賑わいの場の再生と創造に向け、商店街の整備

及び経営の近代化を進めるとともに、地域経済の活性化と雇

用の場の確保に向け、企業誘致や経営体質の強化、起業化及

び新産業創出を進めます。

現況と課題

胸商業
　本市の商業は、平成１６年の商業統計調査によると、商店数

５４０店、従業者数３，２０３人、年間販売額６８億５千３百万円と

なっており、ここ数年はいずれも減少傾向で推移しています。

　近年の車社会の進展のため、生活必需品などは佐賀市郊外

などの無料駐車場を備えた大型ショッピングセンターや家電

量販店などへの購買力の流出が目立っています。また、一部

の商店街では、歩道の未整備、駐車場の不足や高齢化が進

み、商店の後継者も少なく街の衰退・空洞化が深刻化してい

る状況です。

　このため、商工会議所や商工会等と連携しながら、経営意

欲の高揚や経営体質の強化、後継者の育成、地域に密着した

サービスの向上等を促進していくとともに、市民及び事業者

との協働のもとに魅力ある商店街の再生整備について検討を

進めていく必要があります。

胸工業
　平成１６年の事業所・企業統計調査によると、市内の製造業

は１３０社となっており、平成１３年度から１３社減少しています。

　本市の工業は、立地の優位性や、労働力を利用した薬品

業、機械業等を中心に地場産業として発展してきました。

　また、企業誘致条例に基づく奨励金制度により、企業立地

の促進を図ってきましたが、景気の長期低迷が影響し企業誘

致は進んでいないのが現状です。

　このため、商工会議所や商工会等との連携のもと、今後と

も既存企業の体質強化や経営の安定化に向けた支援を進めて

商工業の振興と新産業の育成

みんなが集まって賑わ
いのある小城市になれ
ば地域経済の活性化に
つながるね。

今の商業はどうなって
いるのかな？

最近は、大型ショッピ
ングセンターなどの影
響で商店数と販売額も
減少してるんだよ。
だから、地域に密着し
たサービスや魅力ある
商店街にしていかない
とね。

今の工業はどうなって
いるの？

小城市の工業は、薬品・
機械業などで発展して
きたのよ。だけど、あ
まり景気が良くならな
いから企業誘致は進ん
でいないの。
だから、活発な企業誘
致や新産業の育成など
を進めていく必要があ
るのよ。



第３部　基本計画

164

第
３
部　

基
本
計
画

いくとともに、企業誘致活動を積極的に進めていくことが必

要です。

　また、大学等の関係機関との連携のもと、知的財産なども

活用した産業支援・研究開発体制の確立を図り、起業家や新

産業の育成、コミュニティビジネス７４の育成などを支援し、

雇用の確保と市民所得の安定に努める必要があります。

施策の体系

基本事業

①商店街の整備
　商店街活性化に関する計画を策定し、市民及び事業者と

の協働による市街地整備や景観形成等と連動した商店街の

整備を進め、人々が集う賑わいの場の再生と創造に努めます。

②商業経営の近代化
　経営者の意識改革や後継者の育成、地元商店ならではの

地域に密着したサービスやＩＣＴを活用したサービスの展

開、イベント戦略の展開、農林水産業や観光と連携した特

産品の販売など、近代的、魅力的な商業活動を商工会議所

等関係団体との連携により促進します。

③既存企業の体質強化
　経営者の意識改革や後継者の育成などの人材育成、事業

の拡大・安定化を商工会議所等関係団体との連携により促

進します。

【施　策】 【基本事業】

商工業の振興と
新産業の育成

①商店街の整備
②商業経営の近代化
③既存企業の体質強化
④優良企業の誘致
⑤特産品開発、起業化・新産業創出
　への支援
⑥商工業団体の育成強化

商工業の振興と新産業の育成

商店街を整備して、
人々が集うにぎわいの
場にしなくちゃね。

小城市ならではの地域
に密着したサービスや
魅力的な商業活動もし
なくちゃ。

それに人材育成や事業
の拡大・安定化をみん
なで進めないとね。

７４【コミュニティビジネス】
地域の人々が、地域の資
源を活用し、地域に密着

して行う比較的小さなビジネスの
こと。
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商工業の振興と新産業の育成

④優良企業の誘致
　企業誘致体制の強化を図り、工業適地の選定に努めるな

ど誘致活動を積極的に展開し、優良企業の立地を促進しま

す。

　また、県の「アジアのハリウッド構想」と連携し、アニ

メ、コンピュータグラフィック産業などの誘致・支援に努

めます。

⑤特産品開発、起業化・新産業創出への支援
　県や佐賀大学など関係機関との連携のもと、産学官連携

による産業支援・研究開発体制の確立を図り、農林水産物

加工における技術の高度化や消費者のニーズに合った新た

な特産品の開発、起業化や新産業の創出を支援します。

　また、地域に密着した産業として、コミュニティビジネ

スの育成に努めます。

⑥商工業団体の育成強化
　商工業振興の核となる商工会議所と商工会等関係団体の

育成強化に努め、各種活動の一層の活発化を促進します。

主な成果の目標

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛
　   540
（平成１６年）

事業所事業所数（商業）

掛
　   130
（平成１６年）

事業所事業所数（製造業）

掛
29,387
（平成１６年）

百万円製造品出荷額等

小城市にたくさんの優
良企業ができるように
がんばらなくちゃね。

産学官連携による産業
支援・研究開発を進め
て、新たな特産品や新
産業もつくっていかな
いとね。

商工会議所など、さら
に活発化しようね。
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主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・市内での消費に努めます。

・企業活動に理解を深め、地域における共存に努めます。

　地域・団体・事業者

・個店の近代化、魅力化と自助努力を行います。

・商店街の環境整備を行います。

・商工会議所等は、商業振興に関する多面的な活動を行い

ます。

・健全な経営を行います。

・環境に配慮して事業を行います。

・起業化、新産業創出に取り組みます。

　行政

・商店街の環境整備を行います。

・商業経営の近代化、企業の体質強化を支援します。

・企業誘致を行います。

・特産品開発や新産業創出を促す体制整備を行います。

地域商業活性化支援事業

市内企業経営懇談会開催事業

企業誘致優遇制度の充実

特産品開発プロジェクト

産学官連携による産業育成支援事業

商工業の振興と新産業の育成

小城本町通り

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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観光の振興

　 ４　観光の振興

施策の目的

　観光都市小城の形成に向け、本市ならではの魅力ある地域

資源を活用した観光ルートの開発をはじめ、近年の観光ニー

ズに対応した多面的な取り組みを積極的に推進します。

現況と課題

　本市の観光資源としては、干満の差日本一の有明海、天

山、清水の滝、小城公園、牛尾梅林、祇園川のホタル及び江

里山の棚田等の自然景観や、土生遺跡、星巌寺五百羅漢、千

葉城址、三十三体石仏、石工の里及び赤れんが館等の歴史的

な文化遺産等、さらには、津の里温泉など多彩に有しています。

　過去の調査によると、観光客の７割程度が県内であり、県

外、特に福岡市を中心とした都市圏からの観光客誘致が今後

の課題です。

　しかし、数多くの観光・交流資源も、年間を通じて多くの

観光客を呼び込める魅力ある観光・レクリエーション素材と

しての活用状況は必ずしも十分とはいえません。

　今後は、観光拠点の形成や観光資源の掘り起こし、さらに

は観光資源のネットワーク化や観光イベントの充実、農林

業、水産業、商工業との連携、小城市観光協会の組織強化、

ＰＲ活動の強化など活発な情報発信をはじめ多面的な取り組

みを進め、観光都市小城の形成を進めていく必要があります。

小城市ならではの魅力
ある観光都市にしてい
こうね。

小城市の観光はどう
なっているのかな？

小城市には観光資源と
して、豊かな自然や歴
史的な文化遺産が数多
くあるのよ。でも観光
に来る人は、ほとんど
が県内からなの。

だから、県外からもた
くさんの人に来てもら
えるようにＰＲ活動や
情報発信をしていかな
いとね。
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施策の体系

基本事業

①既存観光・交流資源の充実
　本市の多様な観光・文化・交流資源について、総合的な

評価を行い、それぞれの特性を磨きあげ、小城市独特の魅

力を高めるための施設・設備、周辺環境の整備等を進めます。

②観光ルートの開発
　自然・歴史体験、健康づくりや味覚体験等をテーマとし

て、既存観光・交流資源の活用と新たな資源の掘り起こし

のもと、ハード・ソフト面が一体となった本市ならではの

周遊型・滞在型の魅力ある観光ルートの開発を旅行業者等

との連携を図りながら行います。

③観光ＰＲ活動の強化
　観光マップの作成やホームページの充実、マスコミの活

用等を通じ、年間を通じた観光ＰＲ活動、情報発信に努め

るとともに、案内板を整備します。

④広域観光体制の充実
　県内外の動向を踏まえながら、広域的連携のもと、広域

観光ルートづくりや広域的な集客活動の推進、民間企業と

連携したツアーや修学旅行の誘致など、地域一体となった

観光振興施策を推進します。

【施　策】 【基本事業】

観光の振興

①既存観光・交流資源の充実
②観光ルートの開発
③観光ＰＲ活動の強化
④広域観光体制の充実
⑤農林水産業と連携した観光・交流
　機能の拡充
⑥イベント・祭りの充実
⑦市民のおもてなしの心の充実
⑧観光団体の育成強化

観光の振興

今ある観光資源を、
もっと魅力あるものに
していこうね。

新しい観光資源の発掘
や旅行業者との連携も
必要だよね。

小城市には、素晴らし
い観光スポットが多く
あるから、もっと情報
を発信していかないと
ね。

小城市にたくさんの人
が来てくれるように、
みんなで考えていこう
よ。
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観光の振興

⑤農林水産業と連携した観光・交流機能の拡充
　多様で豊富な農林水産物を生かした特産品や郷土料理の

開発・販売や農漁業体験の展開を促進するなど、農林水産

業と連携した観光・交流機能の拡充に努めます。

⑥イベント・祭りの充実
　特色ある観光・交流イベントや祭りの企画・開催を支援

し、地域内外との交流人口の増加に努めます。

⑦市民のおもてなしの心の充実
　市一体となって市民及び事業者のおもてなしの心の充実

に努めるとともに、観光ボランティアの育成を広報・啓発

活動や講座・教室の開催等を通じて促進します。

⑧観光団体の育成強化
　観光振興の核となる小城市観光協会等関係団体の育成強

化に努め、各種活動の一層の活発化を促進します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛66万人観光入込客数

掛ー％観光・レクリエーション資
源に満足している市民割合

観光施設整備事業

観光振興事業

福岡都市圏ＰＲ活動

観光イベントの充実

観光ボランティア育成事業

小城市観光協会の活動強化

豊富な農林水産物を活
用した観光も進めてい
こう。

楽しいイベントやお祭
りを企画して、たくさ
んの人とふれあいなが
ら小城市の良さをみん
なに体験してもらい、
また小城市に遊びに来
てもらえるようにして
いこう。

小城ホタルの里ウォーク
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期待される協働のイメージ

　市民

・おもてなしの心の醸成に努めます。

・観光ボランティアに参加します。

　地域・団体・事業者

・小城市観光協会は、観光振興に関する多面的な活動を行

います。

・おもてなしの心の醸成に努めます。

　行政

・既存観光資源の充実に努めるとともに、観光ルートの開

発を行います。

・ＰＲ活動の強化と案内板の整備を行います。

・広域観光体制の充実を進めます。

・他産業との連携を促進します。

観光の振興

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ５　雇用促進と勤労者福祉の充実

施策の目的

　活力あるまちづくりと快適に働ける環境づくりに向け、雇

用の場の確保と雇用の促進、勤労者福祉の充実に努めます。

現況と課題

　本市の雇用状況は、平成１６年の事業所・企業統計調査で見

ると、事業所数が１，６４４となっており、三日月地区で微増の

ほかは減少傾向ですが、従業者数は１３，０４９人で平成１３年と比

べると３３５人の増となっています。

　労働人口の急速な高齢化やパートタイム労働、女性の職場

進出の増加等労働環境の変革が進んでおり、これに対応した

勤労者対策が望まれています。

　また、労働時間の短縮等の労働環境の充実が、少子化への

対応にも強く望まれていることから、若者の定住を図るため

には、ワーク・ライフ・バランスのとれた、魅力ある雇用の

場の確保が急がれます。

　さらには、高齢者、障害者など様々な人々の就業意欲に応

えるためには、職業情報の提供等の拡充に努める必要があり

ます。

　今後も、企業誘致や、市内外の企業に対する雇用の働きか

け、また、それらの企業からの求人情報等を市民に提供する

などあらゆる機会をとらえて雇用の確保を図っていくことが

求められています。

施策の体系

【施　策】 【基本事業】

雇用促進と
勤労者福祉の充実

①雇用機会の確保と雇用の促進
②勤労者福祉の充実

雇用促進と勤労者福祉の充実

働きやすい環境づくり
を進めようね。

小城市で働く人の環境
はどうなっているのか
な？

働く人は増えてきてい
るけど、少子化問題の
対応なども考えて魅力
ある雇用の場をつくっ
ていかないといけない
んだよ。

企業誘致や求人情報な
どの情報も提供してい
かないとね。

製造業
希望

サービス業
希望
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基本事業

①雇用機会の確保と雇用の促進
　各種産業振興施策を推進するのみならず、市役所業務の

民間委託等を通じ、雇用機会の確保・拡充に努めるほか、

ハローワーク等関係機関や広域的連携のもと、相談や情報

提供、人材育成・研修機能の強化を図り、若年労働者の地

元就職及びＵ・Ｊ・Ｉターンの促進、高齢者・障害者・女

性等の雇用促進に努めます。

②勤労者福祉の充実
　余暇の充実した豊かな勤労生活が送れるよう、文化・ス

ポーツ・レクリエーションの場の充実や余暇情報の提供等

に努めるとともに、事業所への啓発等により労働条件の向

上やワーク・ライフ・バランスのとれた環境づくりを促進

します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛ー人企業誘致・支援による雇用
の確保

県事業との連携（ネクストステージを佐賀県で）

企業情報の提供強化

雇用促進と勤労者福祉の充実

若者の定住を図るため
にも雇用機会の確保と
雇用促進を進めていき
ましょう。

仕事と家庭のバランス
（ワーク・ライフ・バ
ランス）のとれた環境
づくりで、充実した勤
労生活が送れるように
しなきゃね。

ワーク・ライフ・バランスが実現した姿

仕　事仕　事

家庭生活家庭生活家庭生活 休　養休　養休　養

発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発自己啓発自己啓発活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活地域生活地域生活

様々な活動を

自ら希望する

バランスで展開

様々な活動を

自ら希望する

バランスで展開
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雇用促進と勤労者福祉の充実

期待される協働のイメージ

　市民

・研修等に参加し、職業能力の向上に努めます。

　地域・団体・事業者

・安定した雇用機会の創出と高齢者層や障害者、女性等の

積極的な雇用を行います。

・企業の福利厚生機能を高めます。

　行政

・雇用機会の確保・拡充を促進します。

・雇用促進、労働条件の向上等を事業所へ働きかけます。

・余暇の場の充実や情報提供を行います。

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 １　人権尊重社会の確立

施策の目的

　すべての人がお互いの人権を尊重し共に生きる社会を築い

ていくため、人権教育・啓発活動を推進します。

現況と課題

　同和問題をはじめとする人権問題については、その解決に

向け、人権意識を高める教育・啓発活動への取り組みが求め

られています。

　家庭や学校、地域社会、職場、行政等関係機関が連携し、

あらゆる場を通じて人権教育・啓発の推進を図り、市民すべ

てが自分自身の課題として理解を深めるよう積極的に取り組

む必要があります。

　また、人権侵害を受けた人や受ける恐れのある人への救済

や相談、支援も重要な課題です。

　人権尊重のまちづくりを推進するために、関係機関、関係

団体と協働して、人権擁護体制の整備を進める必要がありま

す。

施策の体系

第６章　共につくる新しいまち

【施　策】 【基本事業】

人権尊重社会の確立
①あらゆる場を通じた人権教育・
　啓発活動の推進
②人権相談・支援の充実

人権尊重社会の確立

みんながお互いに思い
やりを持つことが大切
だね。

どうしたら人権意識を
高められるのかな？

家庭や学校、地域社
会、職場、行政が一緒
になってお互いの人権
を理解していくことが
大切なんだよ。
人権侵害を受けた人へ
の相談や支援も行わな
いとね。
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人権尊重社会の確立

基本事業

①あらゆる場を通じた人権教育・啓発活動の推進
　すべての人が共に生きる人権尊重社会を築いていくた

め、学校、地域、家庭、職域その他のあらゆる場を通じた

人権教育・啓発活動を継続的かつ効果的に推進します。

②人権相談・支援の充実
　関係機関との連携のもと、人権問題に関する相談・救

済・支援体制を充実します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・人権尊重の意識を高め、日常生活に生かします。

　地域・団体・事業者

・人権尊重に関する各種の団体活動を行います。

・事業所内での人権教育・啓発活動を行います。

・雇用や待遇による差別を撤廃します。

　行政

・あらゆる場を通じた人権教育・啓発活動を推進します。

・相談・救済・支援体制を充実します。

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛8件人権教育啓発事業

人権学習懇話会
人権・同和問題講演会
社会人権・同和教育推進協議会研修
人権講座

人権に対する意識を高
めることが必要だね。

人権に関する相談や救
済・支援づくりも大切
だね。

小城市社会人権・同和教育推進協
議会では、市内の中学生を対象と
した人権啓発ポスターを募集し、
制作を通して、人権に対する正し
い理解と認識をより深めていただ
き、作品を生かした人権教育・啓
発活動を行っています。

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ２　男女共同参画社会の形成

施策の目的

　男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野に参画

し、互いに責任を持つことができるよう、意識改革を進めな

がら、男女共同参画社会の形成を促進します。

現況と課題

　合併以前の各町においては、専門の係がなく、十分な取り

組みができておらず、この分野においては、行政より住民組

織である女性団体による啓発活動、研修事業が先行していま

した。合併したことにより、男女共同参画に対する取り組み

は、以前よりは専門的に事業を実施できる体制となりました。

　また、審議会等への女性の参加を促進するため、女性人材

バンクを設置しています。

　平成１７年度の男女共同参画に関する市民意識調査において

は、初めて実施した意識調査にもかかわらず、回収率は５３％

に及び、男女共同参画に関心が高いものと思われます。具体

的には、保育・介護サービスの充実や育児・介護休業制度な

ど男女が共に働き続けるための条件整備が望まれています。

また、職場や地域での差別、ＤＶ被害者等への対策も求めら

れています。

　男女が社会の対等な構成員としてあらゆる分野に参画し、

主体性を持った生き方ができるよう、意識改革の推進をはじ

め、女性の社会参画を促進するなど小城市男女共同参画プラ

ンに基づき男女共同参画社会の形成に向けた施策を総合的に

推進していく必要があります。

男女共同参画社会の形成

男の人も女の人も対等
な社会にしなきゃね。

小城市の男女共同参画
はどうなっているのか
な？

これまでは、行政より
住民の女性団体による
啓発活動、研修事業が
行われていたけど、こ
れからは、行政もきち
んと取り組んでいくん
だよ。

だから、育児・介護休
業制度を利用できる職
場環境づくりや地域で
の男女共同対策も進め
ていって、男女が対等
な社会をつくっていか
なくちゃね。
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男女共同参画社会の形成

施策の体系

基本事業

①男女共同参画社会への意識改革の推進
　広報活動や学校教育、生涯学習など様々な場を通じ、こ

れまでの社会制度・慣行の見直しや固定的な性別役割分担

意識の解消、男女平等意識の浸透に向けた啓発や教育、情

報提供を積極的に推進します。

②政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
　多様な分野における政策・方針決定過程への女性の参画

拡大に向け、女性人材バンクの充実・活用等を進めなが

ら、審議会や委員会への女性の積極的な登用や、企業、団

体における女性の参画拡大を促進します。

　また、男女共同参画ネットワーク等団体活動や学習活動

を促進し、女性の能力向上やリーダーの育成を進めます。

③労働・雇用における男女共同参画の促進
　労働・雇用に関する法律の普及・啓発を行い、男女の均

等な機会及び待遇の確保を促進するほか、仕事と家庭・地

域生活の両立に向け、育児・介護休業制度や短時間勤務制

度の周知・活用を促進します。

【施　策】 【基本事業】

男女共同参画社会の
形成

①男女共同参画社会への意識改革
　の推進
②政策・方針決定過程への女性の
　参画の拡大
③労働・雇用における男女共同参
　画の促進
④暴力の根絶に向けた環境整備

男女の平等意識を高め
ていこうね。

企業、団体における女
性の積極的な登用や、
参画拡大を進め、女性
の能力向上やリーダー
の育成もしないとね。

仕事と家庭・地域生活
の両立に向け、育児・
介護休業制度や短時間
勤務制度などをしかっ
り活用していこうね。
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④暴力の根絶に向けた環境整備
　セクシャルハラスメントやドメスティックバイオレンス

などのあらゆる暴力の根絶に向け、啓発活動を推進すると

ともに、相談体制を充実します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・お互いを社会の対等なパートナーとして認め合い、尊重

します。

　地域・団体・事業者

・慣行等を見直し、地域における男女共同参画を推進します。

・労働・雇用における男女の均等な機会と待遇の確保に努

めます。

・仕事と家庭・地域生活の両立のための環境づくりを行い

ます。

　行政

・意識改革に向けた啓発や教育等を行います。

・審議会や委員会への女性の積極的な登用を行います。

・女性の学習機会の提供を図ります。

・事業所等への啓発を行います。

・暴力の根絶に向けた啓発、相談の充実を図ります。

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛1時間30分時間男女の家事平均時間の格差
（平日）

掛1時間15分時間男女の家事平均時間の格差
（休日）

男女共同参画社会形成に向けた啓発・相談事業

男女共同参画社会の形成

男女共同参画フォーラムにてワー
ク・ライフ・バランスについての
講演や男の料理教室などを実施し
ています。

夫婦の間でも暴力は犯
罪なんだよ。女性への
暴力もなくなるように
しなきゃ。

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ３　コミュニティ活動の促進

施策の目的

　住民自治に基づく個性豊かな地域づくりに向け、コミュニ

ティ活動を活性化させ、地域力の強化を促進します。

現況と課題

　少子高齢化や高度情報化の進展、人々の価値観や生活様式

の多様化など社会情勢が大きく変化している中、地方分権化

が進み、地域特性を生かした特色あるまちづくりが求められ

ています。一方では、余暇時間の増大などに伴い、様々な活

動を通して地域社会を取り巻く多くの課題に自主的に取り組

んでいこうという意識も高まっており、こうした地域課題に

自主的に取り組む場として、コミュニティ活動はますます重

要なものになってきています。

　本市では、地区ごとに住民自治組織（町内会、自治会）が

形成されているほか、婦人会、老人クラブ、青少年健全育成

会など、様々な活動団体があり、地区集会所等のコミュニ

ティ施設を拠点として、伝統芸能の伝承活動や地域環境の美

化、青少年の健全育成など広範なコミュニティ活動が展開さ

れています。

　しかし、少子高齢化や価値観の多様化等に伴う参加者の減

少、また、組織・人材・規模・活動内容に差があり、必ずし

も活発なコミュニティ活動が行われていないところも見られ

ます。今後、さらに地域活動や市民活動の基盤を強化し、市

民の参加と連帯意識を高めていくことが重要な課題となって

います。

　また、活動の場についても、団体活動の活性化や広域化、

日常生活圏の拡大などに伴い、活動に対応できる場の充実が

求められています。

　このため、活動拠点となる施設整備の充実をはじめ、コ

ミュニティ活動の活性化のための支援やコミュニティ活動の

核となる人材の発掘・育成に努めるなど、地域が一体となっ

たまちづくり活動を支援し自治機能の向上を図っていく必要

があります。

コミュニティ活動の促進

私たちが住んでいる地
域の課題は、できるだ
けみんなの話し合いと
協力で解決しなくっ
ちゃね。

小城市のコミュニティ
活動はどうなっている
のかな？

町内会や婦人会・老人
クラブなどのコミュニ
ティ活動があるのよ。
参加者が少なくなって
きているみたいだけど
連帯意識を高めなきゃ
ね。

みんなが参加する地域
が一体となった、まち
づくり活動が行われる
ことが大切なんだね。
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施策の体系

基本事業

①コミュニティに関する啓発、情報提供の推進
　広報活動等を通じ、コミュニティや住民自治に関する啓

発、情報提供等を推進し、市民のコミュニティ意識の高揚

に努めます。

②コミュニティ施設の整備充実
　活動拠点となる集会施設等の整備を支援していくととも

に、これらの施設や公園、広場等の地域住民による自主管

理・運営を促進します。

③コミュニティづくりによる自治機能の向上
　地域に根ざした独自性のある活動や地域住民自らの手に

よる地域計画づくり、法人化等に対する支援の充実など、

コミュニティ活動の活性化のための有効な支援施策を検

討・推進し、コミュニティづくりを進めます。

主な成果の目標

【施　策】 【基本事業】

①コミュニティに関する啓発、
　情報提供の推進
②コミュニティ施設の整備充実
③コミュニティづくりによる自
　治機能の向上

コミュニティ活動の
促進

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛ー％地域活動に参加している市
民割合

コミュニティ活動の促進

活動掲示板

みんなが地域の状況な
どをもっと知って、自
分たちでできることは
何かを考えてみよう。

地域の活動拠点となる
施設や公園・広場など
は地域みんなで管理・
運営をしなきゃね。

いろんなコミュニティ
づくりのための支援も
進めていくのね。
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コミュニティ活動の促進

主要事業（例示）

期待される協働のイメージ

　市民

・コミュニティ意識を高め、コミュニティ活動に積極的に

参加します。

　地域・団体・事業者

・コミュニティ施設等の整備充実及び自主管理・運営を行

います。

・地域計画づくりや法人化を進めます。

　行政

・啓発、情報提供を行います。

・コミュニティ施設の整備充実を支援します。

・コミュニティづくりに向けた支援施策を検討・推進します。

自治公民館建設補助事業

コミュニティ活動啓発事業

大人と子どもの交流行事として、
小城町西小路区の皆さんが小城公
園の清掃活動を実施されています。

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働



第３部　基本計画

182

第
３
部　

基
本
計
画

　 ４　市民と行政との協働体制の確立

施策の目的

　様々な市民ニーズへ対応し、多様な主体による住みよいま

ちづくりを進めていくため、市民と行政との共通認識のもと

双方の新しい関係の構築を進めながら、協働体制を確立します。

現況と課題

　本市では、各種の審議会や委員会などを通じて、市民参画

による行政計画の策定・推進に努めているほか、各種市民団

体の多様な分野における自主的な活動の育成・支援にも努め

ています。しかし、本市を取り巻く厳しい財政状況の中、ま

すます高度化、多様化する行政ニーズに対応し、自立したま

ちづくりを進めていくためには、幅広い分野において、これ

まで以上の市民参画、市民と行政との協働のまちづくりが必

要となっています。

　そのためには、市民と行政が共に抱えている課題解決に向

けて、それぞれに持つ資源（情報、専門的知識、資金など）

を持ち寄り、対等の立場で取り組むことが重要です。

　また、行政情報の公開・提供を積極的に行い、市の課題や

目標といった情報を市民と行政が共有できるようにしなが

ら、民の力が働いているところは伸ばし、まだ確立できてい

ないところは、協働の視点で業務を見直すなど全庁的な取り

組みと多様な市民参画・協働の仕組みづくりを進めていく必

要があります。

　今後、まちづくりのすべての分野において市民と行政とが

一体となった協働のまちづくりがより活発に行われ、新しい

公共空間が形成されるよう、多様な広報・広聴活動の展開、

情報公開の推進、学習機会の拡充、さらには多様な市民団

体、ボランティア、ＮＰＯ等の育成や参画促進など、市民と

行政との協働体制の確立を進めていくことが必要です。

市民と行政との協働体制の確立

市民と行政とが一緒に
目標に向かってがんば
ろうね。

どんな協働にしていっ
たらいいのかな？

そうだね、幅広い分野
で、これまで以上に市
民が参画して行政と協
働のまちづくりをしな
ければいけないね。
これからは、それぞれ
が持つ情報や知識など
を持ち寄って取り組む
ことが重要になるんだ
よ。

市民と行政とが一体と
なった協働のまちづく
りを行えば、きっと素
晴らしい小城市になる
わね。
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市民と行政との協働体制の確立

施策の体系

基本事業

①情報公開の推進
　公正で開かれた市政の推進及び市民との協働を図るた

め、個人情報の保護に留意しながら、積極的な情報の公開

と提供を行います。

②広報・広聴活動の充実
　広報紙などを充実し、ホームページ、ＣＡＴＶなど多様

な情報媒体の積極的な活用を進めます。

　直接市民と対話する「市長と語る会」の開催などに努

め、市民の意見が行政に反映される広聴の取り組みを推進

します。

　また、市民と職員が情報の提供・交換が行える体系を検

討します。

③計画策定・政策形成過程への参画・協働の促進
　審議会・委員会委員の公募制度の充実やパブリックコメ

ントの実施を通じ、各種行政計画の策定や政策形成の過程

への市民の参画・協働を積極的に促進します。

④市民団体、ボランティア、ＮＰＯ等の育成
　協働のまちづくりの担い手として、多様な市民団体、ボ

ランティア、ＮＰＯの育成・支援に努めます。

【施　策】 【基本事業】

①情報公開の推進
②広報・広聴活動の充実
③計画策定・政策形成過程への参画・
　協働の促進
④市民団体、ボランティア、ＮＰＯ等
　の育成
⑤自治基本条例の制定検討

市民と行政との
協働体制の確立

個人情報などには気を
つけて、積極的な情報
の公開と提供をしてい
こうよ。

市民と行政が情報の提
供・交換を行うには、
いろいろな方法がある
からもっと工夫しよう
ね。

いろんな行政計画や政
策の策定などには、積
極的に市民も参加する
ようにしようね。
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⑤自治基本条例の制定検討
　新時代の協働のまちづくりを総合的に進めるため、その

指針となる自治基本条例７５の制定について検討します。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛105,438件ホームページアクセス数

掛6団体ＮＰＯ法人数

掛−団体公募委員を含む審議会等の数

市民団体、ＮＰＯ法人等の育成支援事業

活動拠点整備・支援事業

市報の発行

小城市ホームページの充実

市民と行政との協働体制の確立

小城市ホームページから様々な情
報公開や提供（映像配信や問い合
わせもできます）を進めていきま
す。

小城市報での情報公開や提供を進
めていきます。

７５【自治基本条例】
まちづくりの基本原理や
行政の基本ルールなどを

定めた自治体の最高法規。自治の
仕組みや、まちづくりの基本原則
を具体的に規定した条例。
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期待される協働のイメージ

　市民

・市報やホームページに掲載される行政情報に関心を持ち

ます。

・行政課題や地域の課題に関心を持ち、協働への意識を高

め、実践します。

・公募される審議会や委員会に積極的に参加します。

　地域・団体・事業者

・行政課題や地域の課題に関心を持ち、協働への意識を高

め、実践します。

・公共的サービスの担い手として各種の地域づくり活動を

行います。

　行政

・情報公開、広報・広聴機能を充実します。

・協働のまちづくりに関する講座や教室を開催します。

・計画策定等への市民参画の仕組みづくりを行います。

市民と行政との協働体制の確立

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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　 ５　自立した行政経営の確立

施策の目的

　地方分権時代にふさわしい自立と持続可能な行政経営の確

立に向け、さらなる行財政改革を強力に推進します。

現況と課題

　複雑・多様化する行政需要への的確な対応のためには、政

策・施策・事務事業までの総合的な調整機能の確立が必要で

あり、民間的経営理念に基づく行政経営（行政評価）システ

ムの構築による効率的かつ効果的な事務事業の遂行を図る必

要があります。

　また、財政状況については、景気の低迷による税収への影

響と少子高齢化に起因する財政需要の増嵩、さらに、国・地

方を通じる「三位一体の改革」に伴う地方交付税の削減や合

併に伴う財政支援措置が段階的になくなることなどから、大

変厳しい財政状況に直面しています。

　そのため、行政改革大綱、集中改革プランの着実な実行に

基づく行政運営の改善・改革を図るとともに、市民への説明

責任を果たすことが大変重要です。また、さらなる行政事務

の簡素・効率化、情報公開と行政の透明性、市民サービスの

向上など総合的な市民満足度の向上を図るため、電子自治体

の構築なども積極的に進める必要があります。

　さらに、市民の要請や新しい行政課題に的確に対応するた

め、職員一人ひとりの意識改革を図るとともに、資質の向

上、能力の開発を進め、積極的な意欲と行動力を持つ人材の

育成に努める必要があります。

　なお、広域行政や道州制の議論も視野に入れておくことが

必要です。

自立した行政経営の確立

自立した行政経営の確
立に向け、さらなる行
財政改革をしよう。

地方分権時代にふさわ
しい小城市はどうなっ
ていくの？

これからは、市民満足
度向上のために、電子
自治体なども積極的に
進めて、効率的で効果
的な事務事業を行って
いくのよ。

さらに、行政職員の意
識改革や能力開発も大
切だと思うよ。
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自立した行政経営の確立

施策の体系

基本事業

①行政改革の推進
　行政改革大綱や集中改革プランをはじめ、定員適正化計

画や人材育成基本方針などの各種指針に基づき、行政組

織・機構の改革をはじめ、事務事業の見直し、適正な定員

管理、新たな人事制度の確立、人材育成など、行政改革を

強力かつ着実に推進します。

　特に、アウトソーシング７６の推進や指定管理者制度７７の

活用等による行政のスリム化及び定員の適正化、職員の勤

務評定制度の導入と意識改革の推進、公共施設の適正配置

と統合整備、空き施設の有効活用、電子自治体の構築等を

積極的に進めます。

②効果的で持続可能な財政運営の推進
　財政改革と行政改革を一体的に推進し、事務事業や経費

全般についての徹底的な見直しを行い、経常的経費の節

減・合理化を行うとともに、収納率向上対策や受益者負担

の原則に基づき使用料・手数料を見直し、自主財源率の向

上を進めます。

　また、財政状況を分析・公表しながら、事業効果や重要

度等を総合的に勘案して財源の重点配分を図り、効果的で

持続可能な財政運営を推進します。

【施　策】 【基本事業】

①行政改革の推進
②効果的で持続可能な財政運営の推進
③行政評価制度の導入
④本庁方式への移行
⑤広域行政の推進

自立した
行政経営の確立

事務事業の見直しや適
正な定員管理などの行
政改革を着実に進めて
いくんだね。

経費の節減・合理化を
行って、効果的で持続
可能な財政運営を行う
のね。

７６【アウトソーシング】
特定の業務を外部の専門
会社に委託すること。

７７【指定管理者制度】
地方公共団体が指定する
法人その他の団体（民間

事業者を含む）に、公の施設の管
理を行わせる制度。
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③行政評価制度の導入
　民間的経営手法の導入、成果重視の行政運営への転換の

視点に立ち、第三者評価も含めた行政評価制度を導入し、

ＰＤＣＡサイクル７８を構築します。

④本庁方式への移行
　合併協議会の確認事項である「合併後５年を目途に本庁

方式へ移行するものとし、本庁方式への移行方法（事務所

の位置、建設方法等）は、新市に委ねるものとする。」に

基づき市民サービスの向上、危機管理体制の強化及び本庁

方式移行に伴うまちづくりなど、本庁方式への移行につい

て検討します。

⑤広域行政の推進
　道州制の動向も踏まえながら、佐賀地区の一体的発展に

向けた施策を推進するとともに、塵芥処理、水道事業、し

尿処理、火葬場などの一部事務組合７９等による共同事業の

効率化に努めます。

主な成果の目標

主要事業（例示）

平成２３年度
（目標）

平成１７年度
（実績）単位項　目

掛90.9％経常収支比率８０

掛88.4％市税徴収率

行政評価システム導入事業

行財政改革推進事業

自立した行政経営の確立

取り組んだ事業が、ど
うなったかをちゃんと
評価して改善していけ
ば、大丈夫だね。

本庁方式への移行や一
部事務組合の効率化も
ちゃんと考えていくん
だね。

行政改革を強力に行います。

７８【ＰＤＣＡサイクル】
計画（Plan）を実行（Do）
し、評価（Check）して改

善（Act）に結びつけ、その結果を
次の計画に生かすプロセスのこと。

７９【一部事務組合】
複数の普通地方公共団体
や特別区が、行政サービ

スの一部を共同で行うことを目的
として設置する組織。

８０【経常収支比率】
地方税などの経常一般財
源収入のうち、人件費や

借金の元利償還金（公債費）など
の経常支出がどれだけにあたるか
を示す比率。
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期待される協働のイメージ

　市民

・市の行財政へ関心を持ちます。

・納税者の義務を果たし自主財源確保に協力します。

　地域・団体・事業者

・市からのアウトソーシングや指定管理者制度等への対応

に努めます。

・団体運営について、自立運営ができるよう努めます。

　行政

・行政評価制度を導入します。

・行政改革を強力に行います。

・自主財源の確保を図るとともに、効果的な財政運営を行

います。

・広域行政を推進します。

自立した行政経営の確立

市 民市 民
地域
団体
事業者

地域
団体
事業者

行 政行 政
協 働
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戦略プロジェクト

戦略プロジェクト

　本市が目指す将来像や基本目標を実現するために、まず、基本構想に掲げる土地利用
の基本方針に基づき、50年先、100年先を見据えた基盤整備に取り組むことが、小城市
形成の根幹となるものです。
　また、市民生活に直結した教育・福祉環境の充実をはじめ、快適・安全・安心なまち
づくり、元気な産業づくり、共生・共創・共働のまちづくりまで、それぞれの分野にお
いて積極的に取り組むことが重要であることはいうまでもありませんが、限られた経営
資源（人材、財源、時間等）の選択と集中により、市民ニーズにより的確に応える戦略
的かつ重点的な市政運営を推進するため、各施策を横断的にとらえた４つのプロジェク
トを「戦略プロジェクト」として設定しました。

子どものびのび
健やかプロジェクト

3
宝ぴかぴか

輝きプロジェクト

4
みんないきいき
健康プロジェクト

2
水きらきら

快適プロジェクト
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戦略プロジェクト１

　   子どものびのび健やかプロジェクト

　本市の年少人口は、減少傾向にあります。しかし、少子化

は、社会保障をはじめ、労働力人口の減少や地域社会活力の

低下などの問題が懸念されることであり、少子化及び人口減

少への対応は急務です。

　「子どものびのび健やかプロジェクト」は、子育て支援だ

けではなく、教育や母子保健及び世代を超えた地域ぐるみで

の一体的な取り組みを推進し、本市の未来を担う人材の育成

に向け、子どもが健やかに生まれ、育成されるまちづくりを

積極的に進めます。また、子どもの権利の尊重と無限の可能

性を持つ子どもの健やかな成長を支えるまちづくりを進める

ための条例の制定を行います。

子どものびのび健やかプロジェクト

地域ぐるみで子育てを支援します
■子育て相談窓口の一元化
■多様なニーズに即した保育サービ
　スの充実
■放課後児童クラブの充実
■未就学児の医療費軽減
■地域における多様な子育て支援の
　充実
■世代間の交流及び共生の促進

子どもの権利を守り子どもが
健やかに成長するための環境
づくりを進めます

■子ども条例の制定

社会に出るまで
見守ります

■子どもの居場所づくり

充実した幼児教育・
学校教育を行います

■幼・保・小・中の連携強化
■各段階に応じた基礎・基本の徹底
■キャリア教育の充実
■食育やスポーツの推進による心と
　体の健康を育む教育の充実
■教育施設の計画的整備

地域ぐるみで支援して
もらえるから、わたし
も安心して子育てがで
きるわ。

僕もいっぱい勉強して
頑張るからね！

小城市の未来を担う子ども達。地
域一体となり、健やかな成長を支
えるまちづくりを進めていきます。



青　年出　生

出生前

子どもに関する
窓口体制の
一元化

未就学児の
医療費軽減

地域における
多様な子育て
支援の充実

教育施設の
計画的整備

キャリア教育
の充実

放課後児童
クラブの充実

子どもの
居場所づくり

子ども条例
の制定

※イメージ図

プロジェクト

子ども
のびのび
健やか
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子どものびのび健やかプロジェクト
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戦略プロジェクト２

　   水きらきら快適プロジェクト

　本市は、天山から佐賀平野、有明海までの優れた自然環境

や景観を誇ります。名水百選やホタル舞う清流、農業と人の

暮らしを支えてきたクリーク、ムツゴロウが生息し豊かな海

産物を育む有明海など、貴重な地域資源を保全する必要があ

ります。

　「水きらきら快適プロジェクト」は、個性ある水文化とと

もに暮らしてきた本市の「水」に代表される、優れた自然と

共生する美しいまちの形成に向け、美しい環境のまちづくり

宣言や自然環境の保全など、快適な居住環境づくりを積極的

に進めます。

水きらきら快適プロジェクト

きれいな水を
有明海に注ぎます

■市民、事業者による自主的な河川
　の水質浄化運動の推進
■効率的、効果的な下水道の整備
■３Ｒ運動の推進
■広域清掃センターの建設

食の安全・安心につなげます
■食の安全・安心と環境に配慮した
　環境保全型農業の促進

■市民との協働による有明海、棚田
　の環境保全
■森林の保全、利用
■美しい環境のまちづくり宣言

水でつながった
自然環境を守ります

子どもの時から自然とふれあ
い自然を大切にすることを学
べる環境づくりを進めます

■自然体験など、特色ある学習プロ
　グラムの提供

ホタルが舞う清流は、
田畑や海をうるおし、
豊かな農海産物をもた
らしてくれるんだね。

きれいな水は、安全で
おいしい食べものを育
ててくれるんだね。

豊かな自然環境や景観を守ってい
くために、美しい環境のまちづく
りを進めていきます。



※イメージ図

森林の利用

３Ｒ運動の推進

市民との協働
による有明海、
棚田の
環境保全

食の安全・安心
と環境に配慮
した環境保全
型農業の促進

森林の保全

自然体験など、
特色ある学習
プログラム
の提供

広域清掃
センターの建設

効率的、効果
的な下水道の
整備

プロジェクト

水
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戦略プロジェクト３

　   みんないきいき健康プロジェクト

　本市の老年人口は、増加傾向にあり、高齢化の進行に伴う

医療費や介護を必要とする人の増加、さらには、生活習慣病

の低年齢化などが懸念されるため、市民の生涯を通した健康

づくりを推進する必要があります。

　「みんないきいき健康プロジェクト」は、健康日本一を目

指し、すべての市民が生涯にわたって心身ともに健康で、幸

せに暮らせるまちの形成に向け、医療機関や保健福祉セン

ターなどの恵まれた資源を活用し、市民一人ひとりの健康増

進と医療費負担の軽減をリードする取り組みを積極的に進め

ます。また、市独自の医療・保健・福祉連携の健康モデル事

業にも取り組みます。

みんないきいき健康プロジェクト

■各保健福祉センターを活用した健康づ
　くり事業の強化
■生涯スポーツによる健康づくりの推進
■生涯にわたる生活習慣病の予防
■禁煙のまちづくりの推進
■医療・保健・福祉がタイアップした健
　康モデル事業の実施

市民みんなが健康づくりに努めます

■高齢者の学習、文化、スポー
　ツ活動の充実
■高齢者の社会参加の促進

高齢者が生きがいを持って
暮らせる環境をつくります

■相談支援事業の構築と関
　係機関との連携強化

障害のある人が健康で
安心して暮らせる環境
をつくります

病気に負けない、健康
な体づくりには、規則
正しい生活習慣と適正
な運動が一番だよ。

みんなで健康日本一を
目指してがんばろう！

生涯スポーツなどにより健康づく
りを進め、市独自の医療・保健・
福祉連携の健康モデル事業にも取
り組みます。



※イメージ図

生

涯を
通じた健康づくり

生涯スポーツ
による健康
づくりの推進

医療・保健・福祉
がタイアップ
した健康モデル
事業の実施

生涯にわたる
生活習慣病
の予防

高齢者の
社会参加の促進

禁煙の
まちづくりの
推進

Head

Chest

Waist

Foot

プロジェクト

みんな
いきいき
健康
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戦略プロジェクト４

　   宝ぴかぴか輝きプロジェクト

　本市は、歴史的街並みや有形・無形の貴重な文化財と天山

から有明海までの優れた自然を有します。多彩で個性と魅力

あふれるまちづくりを推進するには、これらの地域資源を活

用することが必要です。

　「宝ぴかぴか輝きプロジェクト」は、小城市特有の自然や

歴史、文化などを本市の宝として磨きあげ活用することによ

り、市民が自信と誇りを持ち、文化的で質の高いまちづくり

を積極的に目指します。また、ゆっくり・ゆったりとしたス

ローライフなまちづくりを進めるなど、優れた景観の選定・

保存、地域資源を生かした地域再生事業にも取り組みます。

宝ぴかぴか輝きプロジェクト

小城市のよさを見つめなおします
■本市の特性・人材等を生かしたオン
　リーワン教育
■市民による観光ボランティアの育成
■スローライフなまちづくりの推進

交流人口を増やします
■ＥＴＣ専用インターチェンジ
　設置の推進
■観光のＰＲや都市住民と農漁
　村との交流の促進

■優れた景観・歴史的な街並みの
　選定
■美しい街並みの整備促進

景観を守ります

地域資源・文化資源を生かします
■屋根のない博物館事業の展開
■自然、歴史をテーマとした観光ルート
　の開発
■豊富な農林水産物を生かした特産品や
　郷土料理の開発・販売の促進

歴史的文化財や景観を
私たちの誇りとして、
文化的で質の高いまち
づくりを目指しましょ
う。

小城市特有の自然や歴史、文化な
どが数多くあります。これらの地
域資源をうまく活用することが必
要です。

みんなの宝物をぴかぴ
かに磨こうね！

小城公園 星巌寺の五百羅漢



・観光ボラン
ティアの育成
・観光ルートの
開発
・ＥＴＣ専用イ
ンターチェン
ジ設置の推進

・都市住民と農
漁村との交流
の促進

※イメージ図

・優れた景観・歴史的な街並みの選定
・美しい街並みの整備促進
・屋根のない博物館事業の展開

・豊富な農林水産物を生かした特産品
や郷土料理の開発・販売の促進

観　光

商工業

農林
水産業

文　化

プロジェクト

宝
ぴかぴか
輝き
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